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１ ． 工事概要 

１ －１  工事名      山形自動車道 Ｒ ８ 山形管内舗装補修工事 

 

１ －２  道路名     山形自動車道 

           東北中央自動車道 

 

１ －３  工事箇所  山形自動車道 

（ 自） 宮城県柴田郡川崎町（ Ｋ Ｐ １ ０ . ４ ） （ 宮城川崎Ｉ Ｃ ）  

             緯度３ ８ °１ ０ ′３ ０ ″経度１ ４ ０ °３ ７ ′２ ０ ″ 

          （ 至） 山形県西村山郡西川町（ Ｋ Ｐ ８ ３ . １ ） （ 月山Ｉ Ｃ ）  

             緯度３ ８ °２ ７ ′１ ０ ″経度１ ３ ９ °５ ９ ′３ ０ ″ 

          東北中央自動車道 

（ 自） 山形県米沢市（ Ｋ Ｐ ８ ５ . ７ ） （ 米沢北Ｉ Ｃ ）  

緯度３ ７ °５ ７ ′１ ０ ″経度１ ４ ０ °０ ７ ′０ ０ ″ 

          （ 至） 山形県東根市（ Ｋ Ｐ １ ４ ６ . ６ ） （ 東根Ｉ Ｃ ）  

緯度３ ８ °２ ４ ′３ ０ ″経度１ ４ ０ °２ ０ ′５ ０ ″ 

 

１ －４  施工内容 

舗装面積      ６ ２ ． ８ 千ｍ２  

標識板面積        １ ４ ｍ２  

 

１ －５  コ リ ンズへの工事概要及び位置情報の入力 

土木工事共通仕様書１ －５ ４ 「 コ リ ンズへの登録」 において、 位置情報及び工事概要の項目は、

本特記仕様書の１ －３ 「 工事箇所」 及び１ －４ 「 施工内容」 の記載内容を入力する も のと する 。  

 

１ －６  施工地域区分 

本工事の実施工場所の施工地域区分は以下のと おり である 。  

【 一般交通影響あり （ １ ） 】  

・ ２ 車線以上（ 片側１ 車線以上） かつ断面交通量が５ ， ０ ０ ０ 台／日以上の車道において車線

変更を促す規制を行う 場合の工事（ 常時全面通行止めの場合は含ま ない）  

・ 市街地部（ Ｄ Ｉ Ｄ 地区及びこ れに準ずる 地区） が施工場所に含ま れる 場合の工事 

 

２ ． 適用する 共通仕様書 

契約書第１ 条に規定する 「 土木工事共通仕様書」 （ 以下「 共通仕様書」 と いう 。 ） は、 令和７ 年

７ 月版と する 。  

 

３ ． 間接工事費の変更 

３ －１  対象と なる 項目 

本工事は間接工事費のう ち「 共通仮設費（ 率分） のう ち営繕費」 及び「 現場管理費のう ち労務管

理費」 の次に掲げる 費用（ 以下「 実績変更対象費」 と いう 。 ） について、 工事実施にあたって不足

する 技術者や技能者を広域的に確保せざる を得ない場合も 考えら れる こ と から 、 契約締結後、 労働
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者確保に要する 方策に変更が生じ 、 土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難にな

った場合は、 実績変更対象費の支出実績を踏ま えて最終設計変更時点で設計変更する 試行工事であ

る 。  

（ １ ） 営繕費 

   労働者の送迎費、 宿泊費、 借上費（ 宿泊費、 借上費については労働者確保に係る も のに限る ）  

 （ ２ ） 労務管理費 

募集及び解散に要する 費用、 賃金以外の食事、 通勤に要する 費用 

 （ ３ ） 上記（ １ ） （ ２ ） に関連し 発生し た間接工事費について、 監督員が必要と 認めた場合、 その費

用については監督員と 受注者と で協議し 定める も のと する 。  

 

３ －２  工事費構成内訳書 

発注者は、 契約単価合意の時（ 単価協議時） に、 本工事の当初積算における 共通仮設費及び現場

管理費に対する 実績変更対象費の割合を工事費構成内訳書にて提示する も のと する 。  

 

３ －３  間接工事費計画書の提出 

受注者は、 間接工事費の増加費用を請求する 予定がある 場合は、 工期開始の日から １ ４ 日以内に

本特記仕様書３ －２ 「 工事費構成内訳書」 で示さ れた割合を参考にし て、 実績変更対象費に係る 費

用の内訳を記載し た間接工事費計画書（ 様式－１ ） を作成し 、 監督員へ提出する も のと する 。  

なお、 工期開始の日から １ ４ 日以内に間接工事費計画書の提出がない場合は、 間接工事費の増加

費用の請求は行えないも のと する 。  

 

３ －４  間接工事費の増加費用の協議 

（ １ ） 受注者は、 最終設計変更時点において、 実績変更対象費の支出実績を踏ま えた増加費用を請

求する 場合は、 間接工事費増加費用の負担額に関する 協議書（ 様式－２ ） 【 変更間接工事費計画

書及び実績変更対象費にて実際に支払った全ての証明書類（ 領収書の出ないも のは金額の適切性

を証明する 金額計算書など） 】 を監督員に提出し 協議する も のと する 。  

（ ２ ） 監督員は、 受注者から の請求があった場合においては、 監督員が算定し た増加費用の額を記

し た増加費用の協議書をも って、 受注者と 協議する も のと する 。  

（ ３ ） 受注者は、 間接工事費の増加費用の額について、 監督員から の協議書によ り 間接工事費増加

費用の負担額同意書（ 様式－３ ） を監督員に提出する も のと する 。 なお、 協議の開始の日から ２

８ 日以内に協議が整わない場合には、 監督員が定め、 受注者に通知する 。  

 

３ －５  受注者の責めに帰す事由の増加費用 

受注者の責めによ る 工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき 事由によ る 増加費用については、

設計変更の対象と し ない。  

 

３ －６  実績変更対象費に基づく 間接工事費の増加費用の算定 

実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する 場合の増加費用の算定については、 次のと お

り と する 。  
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（ １ ） 共通仮設費率分は土木工事積算基準に基づく 算出額から 、 間接工事費計画書（ 様式－１ ） に

記載さ れた共通仮設費率分の合計額を差し 引いた後、 証明書類において確認さ れた費用を加算し

て算出する 。  

（ ２ ） 現場管理費は、 土木工事積算基準に基づく 算出額から 、 間接工事費計画書（ 様式－１ ） に記

載さ れた現場管理費の合計額を差し 引いた後、 証明書類において確認さ れた費用を加算し て算出

する 。  

（ ３ ） 間接工事費の増加費用は、 一般管理費等の費用を含むも のと する 。  

（ ４ ） 全ての証明書類の提出がない場合であっても 、 提出さ れた証明書類をも って金額の変更を行

う も のと する 。  

 

３ －７  虚偽申告 

受注者から 提出さ れた資料に虚偽の申告があった場合については、 法的措置及び競争参加資格停

止等の措置を行う 場合がある 。  

 

３ －８  疑 義 

疑義が生じ た場合は、 監督員と 協議する も のと する 。  

 

４ ． カーボンニュ ート ラ ル推進工事 

本工事は、 カーボンニュ ート ラ ルを推進する ため、 工事受注者が工事の施工にあたり カーボンニ

ュ ート ラ ルに向けた取り 組みを行う こ と で、 イ ンセンティ ブと し て、 し ゅん功時の請負工事成績評

定（ 以下、 「 成績評定」 と いう 。 ） での加点評価や、 総合評価落札方式（ 工事実績評価型） におけ

る 技術評価での加点評価を受ける こ と ができ る 工事である 。  

４ －１  技術評価項目「 カーボンニュ ート ラ ルへの取り 組み」 の取扱い  

（ １ ） 受注者が競争参加資格申請時に取り 組むと し たカーボンニュ ート ラ ルへの取り 組み内容は、

履行義務が生じ る も のと する 。   

（ ２ ） 受注者は、 上記取り 組み内容の詳細をカーボンニュ ート ラ ル施工計画書（ 様式－４ －２ ） に

記載し 、 監督員に提出し なければなら ない。   

（ ３ ） 監督員は、 受注者から 提出さ れる カーボンニュ ート ラ ル施工計画書に受注者が競争参加資格

申請時に取り 組むと し たカーボンニュ ート ラ ルへの取り 組み内容の詳細が記載さ れている こ と

を確認する も のと する 。 なお、 記載さ れていない場合は再提出を求める も のと する 。  

 

４ －２  契約締結後の取り 組みの提案  

受注者は競争参加申請時に取り 組むと し た内容の他に更なる 取り 組みを提案する 場合、 カーボン

ニュ ート ラ ル施工計画書（ 様式－４ －１ ） に「 提案内容」 及び「 取り 組みによ り 削減さ れる 概算Ｃ

Ｏ ２ 排出量」 を記載し 、 監督員に提出する も のと する 。   

 

４ －３  評価対象と なる 取り 組み  

本工事において、 カーボンニュ ート ラ ルへの取り 組みと し て、 成績評定において加点評価対象と

なる 取り 組みは、 以下の（ １ ） ～（ ５ ） のすべてを満たす取り 組みで監督員が認めたも のと する 。   

（ １ ） 本工事で行い、 実施が確認でき る 取り 組み  
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（ ２ ） 次のいずれかを行う 取り 組み  

・ CO2排出量の削減に寄与する 取り 組み  

・ CO2の吸収に寄与する 取り 組み  

・ CO2の発生を低減し て製造さ れた資材等を活用し た取り 組み  

（ ３ ） 発注者が費用を計上し ていない取り 組み 

（ ４ ） 成績評定で重複し て加点評価し ない取り 組み   

（ ５ ） 本工事の安全や目的物の品質に悪影響を与えない取り 組み  

なお、 取り 組み内容について、 規模・ 数量・ 期間は問わないも のと する 。   

 

４ －４  加点評価対象の通知  

監督員は、 本特記仕様書「 ４ －１ 」 及び「 ４ －２ 」 に基づき 提出さ れたカーボンニュ ート ラ ル施

工計画書の内容を確認し 、 し ゅ ん功時の成績評定において本特記仕様書「 ４ －３ 」 に示す加点評価

対象と なる 提案である のか否かを工事打合簿によ り 受注者へ通知する も のと する 。   

なお、 監督員が本特記仕様書「 ４ －２ 」 に基づく 受注者の提案を評価対象と 認めない場合、 受注

者はカーボンニュ ート ラ ル施工計画書の再提出又は取り 下げができ る も のと する 。   

 

４ －５  履行確認  

（ １ ） 受注者は、 カーボンニュ ート ラ ル施工計画書に示す取り 組みの履行完了報告を土木工事共通

仕様書様式第１ ９ 、 ２ ０ 号の「 創意工夫・ 社会性等に関する 実施状況」 及び「 創意工夫・ 社会性

等に関する 実施状況（ 説明資料） 」 によ り 監督員に提出する も のと する 。  

（ ２ ） 監督員は、 受注者から 提出さ れた「 創意工夫・ 社会性等に関する 実施状況」 及び「 創意工夫・

社会性等に関する 実施状況（ 説明資料） 」 によ り 確認する も のと する 。   

 

４ －６  費用  

受注者が提出し たカーボンニュ ート ラ ル施工計画書に示す取り 組みに要する 費用は、 受注者の負

担と する 。  

 

５ ． 配置技術者について 

５ －１  配置技術者の経験及び資格 

配置技術者に求める 経験及び資格は、 当該工事の入札公告（ 説明書） に示すと おり と する 。  

 

５ －２  特例監理技術者の兼務について 

共通仕様書１ －７ －３ 「 現場代理人等の配置」 （ ４ ） に規定する 特例監理技術者が兼務でき る 工

事は以下に示す市町村の範囲と する 。    

山形自動車道 宮城川崎Ｉ Ｃ から 月山Ｉ Ｃ を通過する 市町村 

東北中央自動車道 米沢北Ｉ Ｃ から 東根Ｉ Ｃ を通過する 市町村 

 

６ ． 工事用地に関する 事項 

６ －１  作業基地 

受注者は下記の敷地について工事用機械の作業基地と し て無償で使用する こ と ができ る も のと す

る 。 なお、 使用の用途は本工事の施工に関する も のに限る も のと する 。  
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所在地 使用可能面積 使用可能期間 

山形中央Ｉ Ｃ 内プラ ザ 約３ ０ ０ ｍ２  
工事期間中 

（ 冬季休止期間中を除く ）  

 

７ ． 関連施設その他と の関係 

共通仕様書１ －１ ０ 「 関係官公署及び関係会社への手続き 」 に示す本工事に関連する 主な施設及

び管理者は、 下表のと おり と する 。  

（ １ ） 道路関係 

位置 路線名 管理者名 摘要 

東北中央自動車道 

 かみのやま 温泉Ｉ Ｃ 付近 
国道１ ３ 号 国土交通省 

設計図Ｐ ８ ４  

市街地２  

東北中央自動車道 

 かみのやま 温泉Ｉ Ｃ 付近 
市道２ ０ ４ ４  赤坂南線 上山市 

設計図Ｐ ８ ４  

市街地１  

（ ２ ） 交通規制関係 

道路及び位置 管理者名 摘要 

山形自動車道 

 宮城川崎Ｉ Ｃ ～山形県・ 宮城県境 

宮城県警察高速道路交

通警察隊 

笹谷Ｉ Ｃ ～関沢Ｉ Ｃ 間の

県境（ 宮城県分）  

山形自動車道 

 山形県・ 宮城県境～月山Ｉ Ｃ  

山形県警察本部交通部 

高速道路交通警察隊 

笹谷Ｉ Ｃ ～関沢Ｉ Ｃ 間の

県境（ 山形県分）  

東北中央自動車道 

 米沢北Ｉ Ｃ ～東根Ｉ Ｃ  

山形県警察本部交通部 

高速道路交通警察隊 
 

国道１ ３ 号 山形県上山警察署  

市道２ ０ ４ ４  赤坂南線 山形県上山警察署  

なお、 高速道路の交通規制に必要な協議については、 原則と し て発注者が行う も のと し 、 受注者

は協議内容を遵守し て工事を行う も のと する 。  

（ ３ ） 電力、 通信施設関係 

位置 路線・ 施設名 管理者名 摘要 

山形自動車道  

上下線 

本線路肩部 

本線横断部 

ラ ンプ部 

光通信ケーブル 
Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ （ 株）  

当社 

埋設及び添架 

メ タ ル通信ケー

ブル 

電源ケーブル 

ループコ イ ル 

路温計 

当社 

 

東北中央自動車道 

上下線 
光通信ケーブル 

国土交通省 

当社 
埋設及び添架 
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本線路肩部 

本線横断部 

ラ ンプ部 

メ タ ル通信ケー

ブル 

電源ケーブル 

ループコ イ ル 

路温計 

当社 

 （ ４ ） その他  

受注者は、 上記以外の本工事に関係する 施設等を発見し たと き は、 監督員に通知し 、 監督員の指

示に従わなければなら ない。  

 

８ ． 作業日及び作業期間に関する 事項 

８ －１  作業抑制期間 

共通仕様書１ －１ ３ 「 作業日」 の規定によ る 他、 下表に示す期間は原則と し て、 高速道路上の交

通規制を伴う 作業を行ってはなら ない。 やむを得ず作業を行う 必要がある 場合は、 受注者は、 理由

を付し た書面を監督員に提出し 、 確認を得なければなら ない。  

期間 日数 区間 摘要 

毎年４ 月下旬 

～ 

５ 月上旬 

約１ ０ 日間 宮城川崎Ｉ Ｃ         

～ 

月山Ｉ Ｃ  

 

米沢北Ｉ Ｃ     

～ 

東根Ｉ Ｃ  

ゴールデンウ ィ ーク  

毎年８ 月上旬 

～ 

８ 月中旬 

約１ ０ 日間 夏期混雑期 

毎年１ ２ 月下旬 

～ 

１ 月上旬 

約１ ０ 日間 年末年始 

なお、 上記に示す期間及び日数は標準的なも のである ため、 別途期間等が確定し たら 監督員から

指示する も のと する 。  

 

８ －２  冬期休止期間 

共通仕様書１ －１ ３ 「 作業日」 の規定によ る 他、 １ ２ 月１ 日から 翌年３ 月３ １ 日ま での期間は冬

期休止期間と し て、 現場作業を行ってはなら ない。 やむを得ず現場作業を行う 必要がある 場合は、

受注者は、 理由を付し た書面と 施工計画書を監督員に提出し 、 確認を得なければなら ない。  

なお、 上記の確認を得て冬期休止期間中に現場作業を行った場合の増加費用については、 すべて

受注者の負担と し 別途支払は行わないも のと する 。  

ただし 、 監督員が必要と 認めて冬期休止期間中に工事を行う こ と を指示し た場合、 受注者はその

指示に従う も のと し 、 こ れに要する 費用については、 別途監督員と 受注者と で協議し て定める も の

と する 。  
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８ －３   夜間作業 

共通仕様書１ －１ ３ 「 作業日」 の規定にかかわら ず夜間作業を行う こ と ができ る も のと する 。 た

だし 、 夜間作業を実施する 場合は、 共通仕様書１ －１ ９ －３ 「 週間工程表」 に規定する 週間工程表

に夜間作業と なる 日を記載し 、 監督員に確認を得なければなら ない。  

 

８ －４  交通規制可能時間 

交通規制可能時間は下表に示す時間内と する 。 なお、 監督員の指示によ り 規制開始の延期ま たは

途中で規制解除（ 工事中止） を行う こ と がある 。 ま た、 受注者は、 交通規制によ る 著し い渋滞若し

く は、 その恐れがある 場合や、 交通の危険及び異常気象時には、 監督員の指示によ り 、 一時規制を

解除（ 工事中止） する 措置を講じ なければなら ない。 こ れら の措置に要する 費用は、 監督員と 受注

者で協議し 定める も のと する 。  

（ １ ） 山形自動車道 

上下別 施工区間 
１ 車線規制 

可能時間帯 
摘要 

上下 宮城川崎Ｉ Ｃ ～月山Ｉ Ｃ  

６ ： ０ ０ ～１ ８ ： ０ ０  

（ 暫定２ 車線区間を除く ）  
昼間規制 

終日（ 暫定２ 車線区間を除く ）  連続車線規制 

（ ２ ） 東北中央自動車道 

上下別 施工区間 
１ 車線規制 

可能時間帯 
摘要 

上下 米沢北Ｉ Ｃ ～東根Ｉ Ｃ  

６ ： ０ ０ ～１ ８ ： ０ ０  

（ 暫定２ 車線区間を除く ）  
昼間規制 

終日（ 暫定２ 車線区間を除く ）  連続車線規制 

 

８ －５  通行止・ ラ ンプ閉鎖規制 

下表に示す項目の施工において、 下表に示すと おり 通行止・ ラ ンプ閉鎖規制を予定し ている 。 な

お、 通行止・ ラ ンプ閉鎖時期、 区間、 時間及び回数は現時点における 予定であり 、 変更が生じ る 場

合は別途監督員から 指示する も のと する 。 可能時間帯は表中に示す時間内と する 。  

上

下

別 

施工区間 予定時期 回数 
通行止・ ラ ンプ閉鎖規制 

規制可能時間帯 

摘   

要 

上

下 

山形Ｊ Ｃ Ｔ  

～ 

寒河江Ｉ Ｃ  

令和８ 年 

７ 月～８ 月 
１ 回 

２ ０ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

 

夜間通

行止 

寒河江Ｉ Ｃ  

～ 

西川Ｉ Ｃ  

令和８ 年 

７ 月～８ 月 
７ 回 

西川Ｉ Ｃ  

～ 

月山Ｉ Ｃ  

令和８ 年 

７ 月～８ 月 
１ ８ 回 
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米沢北Ｉ Ｃ  

～ 

南陽高畠Ｉ Ｃ  

令和８ 年１ ０ 月 １ 回 

令和９ 年 

４ ～５ 月 
１ ０ 回 

南陽高畠Ｉ Ｃ  

～ 

かみのやま 温泉Ｉ Ｃ  

令和８ 年１ ０ 月 １ 回 

令和９ 年 

５ ～６ 月 
４ 回 

かみのやま 温泉Ｉ Ｃ  

～ 

山形上山Ｉ Ｃ  

令和８ 年１ ０ 月 ２ 回 

山形上山Ｉ Ｃ  

～ 

山形中央Ｉ Ｃ  

令和８ 年 

１ ０ 月～１ １ 月 
２ ６ 回 

山形中央Ｉ Ｃ  

～ 

山形Ｊ Ｃ Ｔ  

令和８ 年 

７ 月～８ 月 
５ 回 

山形Ｊ Ｃ Ｔ  

～ 

天童Ｉ Ｃ  

令和８ 年 

８ 月～９ 月 
３ 回 

天童Ｉ Ｃ  

～ 

東根Ｉ Ｃ  

令和８ 年 

７ 月～８ 月 
１ 回 

 
笹谷Ｉ Ｃ ラ ンプ 

（ Ａ ・ Ｃ ）  

令和９ 年 

６ ～７ 月 
２ 回 

２ ０ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

ラ ンプ

閉鎖 

 

山形蔵王Ｉ Ｃ ラ ンプ 

( Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・

Ｆ )  

令和９ 年 

６ ～７ 月 
６ 回 

 
寒河江Ｉ Ｃ ラ ンプ

（ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ）  

令和９ 年 

６ ～７ 月 
７ 回 

 
月山Ｉ Ｃ ラ ンプ 

( Ｈ)  

令和９ 年 

６ ～７ 月 
１ 回 

上表の通行止・ ラ ンプ閉鎖規制可能時間帯の（  ） 内の時間は、 施工可能時間を示す。  

なお、 高速道路等の通行止・ ラ ンプ閉鎖に係る 協議は原則と し て発注者が行う も のと し 、 本工事

で行う 通行止・ ラ ンプ閉鎖に伴う 本線、 Ｉ Ｃ 、 Ｊ Ｃ Ｔ の交通規制に要する 費用は関連する 単価項目

によ る も のと する 。 ただし 、 ラ ンプ閉鎖に伴い実施する 一般道から の流入閉鎖に係る 交通規制につ

いては、 諸経費に含むも のと する 。  

 

８ －６  完全週休２ 日工事 

本工事は、 監督員と 受注者双方が工程調整を行う こ と によ り 、 完全週休２ 日を達成する よ う 工事

を実施する 「 完全週休２ 日工事（ 発注者指定方式） 」 である 。  
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８ －６ －１  定 義 

（ １ ） 「 完全週休２ 日」 と は、 対象期間の全ての週において、 １ 週間に２ 日以上の現場閉所を行っ

たと 認めら れる 状態をいう 。 なお、 共通仕様書１ －１ ３ 「 作業日」 に示す期間については、 原

則、 作業を行ってはなら ないも のと する 。  

（ ２ ） 「 対象期間」 と は、 着工日から 工事完成日ま での期間をいう 。  

（ ３ ） 「 現場閉所」 と は、 巡回パト ロ ールや保守点検等、 現場管理上必要な作業を行う 場合を除

き 、 現場事務所での事務作業を含めて１ 日を通し て現場及び現場事務所が閉所さ れた状態をい

う 。 なお、 降雨・ 降雪等によ る 予定外の現場閉所日についても 、 現場閉所日に含める も のと す

る 。  

 

８ －６ －２  履行確認（ 完全週休２ 日確保の確認方法）  

（ １ ） 現場閉所を行う と き は、 工程会議等によ り 監督員が事前に把握し ている 場合を除き 、 事前に

監督員にメ ール等で連絡を行う も のと する 。  

（ ２ ） 受注者は、 工事完了後に、 完全週休２ 日の取得結果が確認でき る 「 取得報告書」 （ 様式－

５ ） を作成し 、 監督員へ提出する も のと する 。 ま た、 工事途中において、 監督員よ り 「 取得報

告書」 の作成及び提出を求めら れた場合は、 その求めに応じ る も のと する 。  

（ ３ ） 監督員は、 受注者から 提出さ れた「 取得報告書」 及び共通仕様書１ －１ ９ －３ 「 週間工程

表」 に規定する 工事実績等を基に、 完全週休２ 日の取得状況を確認する も のと する 。 なお、 １

週間の定義は「 着工日の曜日始ま り 」 を基本と し 、 ７ 日間に満たない週は除く も のと する 。  

（ ４ ） 履行確認の結果、 完全週休２ 日以上の現場閉所が確保さ れなかったも のは、 請負代金額を減

額変更する も のと する 。  

 

８ －６ －３  工 期 

本工事は、 共通仕様書１ －１ ２ 「 着工日」 の規定によ ら ず、 受注者の円滑な工事施工体制の確保

を図る ため、 事前に建設資材、 労働者確保等の準備を行う こ と ができ る 余裕期間を設定し た工事で

あり 、 発注者が示し た余裕期間内（ 工事着手期限ま での間） で、 受注者が工事の始期を任意に設定

する こ と ができ る 。  

余裕期間内は、 主任技術者又は監理技術者を設置する こ と を要し ない。 ま た、 現場に搬入し ない

資材等の準備を行う こ と ができ る が、 現場事務所等の設置、 資材の搬入、 仮設工事または測量等、

工事の着手を行ってはなら ない。 なお、 余裕期間内に行う 準備は受注者の責によ り 行う も のと す

る 。  

受注者は、 受注者が設定し た工事の始期ま でに、 「 工事打合簿」 にて監督員に着工日を通知し た

上で、 工事に着手し なければなら ない。  

余裕期間（ 工事着手期限） ： 契約保証取得の日の翌日から ６ ０ 日間（ ま で）  

 

８ －７  完全週休２ 日工事に要する 費用 

８ －７ －１  補正対象項目及び補正方法 

発注者は、 完全週休２ 日工事の積算に当たっては、 「 土木工事積算基準（ ４ 週８ 休） 」 における

「 現場閉所によ る ４ 週８ 休以上の確保： 週単位」 を適用し 、 設計金額の算出を行う も のと する 。  
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ま た、 完全週休２ 日の確保を本特記仕様書８ －６ －２ 「 履行確認（ 完全週休２ 日確保の確認方

法） （ ２ ） 」 によ る 確認後、 完全週休２ 日以上の現場閉所が確保さ れなかったも のは、 請負代金額

のう ち補正分を減額変更する も のと する 。  

なお、 減額費用の算出方法等の取扱いについては、 共通仕様書１ －３ ３ －１ 「 新単価」 の規定に

よ る も のと し 、 当社の土木工事積算基準によ り 減額費用を算出する も のと する 。  

 

８ －７ －２  支払 

完全週休２ 日工事に要する 費用は、 関連する 単価項目の単価及び諸経費に含むも のと し 、 別途支

払いは行わないも のと する 。  

 

９ ． 関連工事に関する 事項 

９ －１  関連工事 

契約書第２ 条に規定する 当社または他の機関の発注に係る 第三者が施工する 他の工事は下表のと

おり と する 。  

工事名 主な関連事項 予定工期 施行主体 受注者等名 

保全工事業務等の実施に 

関する 年度協定 

道路保全工事業務 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

工程調整 

通年 当社 

（ 株） ネク ス

コ ・ メ ンテナン

ス 東北 

保全点検業務等の実施に 

関する 年度協定 

道路詳細点検業務 

施設保全工事業務 

施設保全管理業務 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

工程調整 

通年 当社 

（ 株） ネク ス

コ ・ エンジニア

リ ング東北 

保全点検業務等の実施に 

関する 年度協定 

通信施設保全管理業務 

通信施設保全工事業務 

工事区間の重複 

交通規制調整等 
通年 当社 

（ 株） ネク ス コ

東日本エンジニ

アリ ング 

山形自動車道 

滑川橋耐震補強工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

令和５ 年２ 月 

～ 

令和１ ０ 年７ 月 

当社 （ 株） 鉄建建設 

山形自動車道 

Ｒ ５ 山形管内橋梁補修工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

令和５ 年１ 月 

～ 

令和８ 年２ 月 

当社 
ショ ーボンド 建

設（ 株）  

東北中央自動車道 

天童南ス マート Ｉ Ｃ 舗装工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 
未定 当社 未定 

東北中央自動車道 

高畠スマート Ｉ Ｃ 舗装工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 
未定 当社 未定 

東北支社管内 

路車間情報設備更新工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

令和５ 年１ ２ 月 

～ 

令和９ 年２ 月 

当社 （ 株） 関電工 
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東北支社管内 

Ｅ Ｔ Ｃ 設備道雪工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

令和６ 年４ 月 

～ 

令和１ ２ 年１ 月 

当社 （ 株） 関電工 

東北支社管内 

Ｉ Ｐ 変換設備改造工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

令和６ 年５ 月 

～ 

令和８ 年５ 月 

当社 日本電気（ 株）  

東北支社管内 

遠方監視制御設備更新工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 

令和６ 年１ ２ 月 

～ 

令和８ 年１ １ 月 

当社 富士電機（ 株）  

東北中央自動車道 

天童南ス マート Ｉ Ｃ 他１ Ｉ Ｃ  

電気設備工事 

工事区間の重複 

交通規制調整等 
未定 当社 未定 

なお、 上記に示す工事は現時点での予定であり 、 追加及び変更が生じ た場合は別途監督員から 通

知する も のと する 。  

こ の他に山形管理事務所で行う 規制調整会議（ 毎週木曜日） に出席し 、 当該工事の規制に関連す

る 工事及び受注者と の調整に協力する も のと する 。  

 

１ ０ ． 工事費構成内訳書及び工程表、 履行報告に関する 事項 

１ ０ －１  工事費構成内訳書及び工程表 

１ ０ －１ －１  工事費構成内訳書 

契約書第３ 条第１ 項に規定する 「 設計図書に基づく 工事費構成内訳書」 （ 以下「 内訳書」 と い

う 。 ） は様式－６ のと おり と する 。  

内訳書は共通仕様書１ －１ ９ －１ 「 工程表の提出」 に規定する 工程表と 合わせて提出する も のと

する 。 ただし 、 内訳書の提出は当初契約締結時のみと し 、 契約変更時の提出は要し ないも のと す

る 。  

 

１ ０ －１ －２  工程表 

共通仕様書１ －１ ９ －１ 「 工程表の提出」 に規定する 工程表は様式－７ のと おり と し 、 記入方法

は下記のと おり と する 。  

（ １ ） 準備工・ 後片付けは、 工程のみを棒グラ フで記入する 。  

（ ２ ） 準備工・ 後片付け以外の項目は、 工程を棒グラ フで記入し 、 棒グラ フの上段に各月ごと に累

計計画出来高（ ％） を記入する 。  

（ ３ ） 右側摘要部分の目盛に従い計画出来高累計曲線を記入する 。  
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（ ４ ） 工程表に示す項目は次のと おり と する 。  

工程表の項目 単価表の項目 

切削オーバーレイ 工 切削オーバーレイ 工Ｋ Ⅱ（ ｔ ＝４ ｃ ｍ）  

切削オーバーレイ 工Ｋ Ⅱ（ ｔ ＝４ ｃ ｍ） （ Ｙ ）  

切削オーバーレイ 工Ｈｉ ＭＡ （ ｔ ＝２ ５ ｃ ｍ） Ａ  

切削オーバーレイ 工Ｈｉ ＭＡ （ ｔ ＝２ ５ ｃ ｍ） Ｂ （ Ｙ ）  

標識板 反射式Ａ 、 反射式Ａ （ Ｙ ）  

雑 工 上記以外 

 

１ ０ －２  履行報告 

共通仕様書１ －１ ９ －２ 「 履行報告」 に規定する 履行報告は様式－８ 及び本特記仕様書１ ０ －１

－２ 「 工程表」 に示す工程表に下記のと おり 記入し 報告する も のと する 。  

（ １ ） 棒グラ フの下段に当月までの累計実施出来高を記入し 、 翌月以降の予定を（  ） で記入す

る 。  

（ ２ ） 計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する 。  

 

１ １ ． 貸与品に関する 事項 

１ １ －１   貸与品 

契約書第１ ５ 条第１ 項に基づく 貸与品は、 下表のと おり と し 、 設計図書に定めら れた使用目的以

外に資機材を使用し てはなら ない。  

なお、 資機材の使用は無償と する が、 機械類の運転に要する 燃料、 油脂、 現場修理及び管理等に

要する 費用は、 関連する 単価表の項目の単価に含むも のと し 、 別途支払は行わないも のと する 。 ま

た、 受注者の責によ ら ない事由によ り 、 規制機材等の貸与が受けら れない場合は、 監督員と 受注者

と で協議し 定める も のと する 。  

品名 規格等 数量 引渡場所 貸与期間 

標識車 ２ ｔ  － 

－ － 

車載式標識 車載用Ｌ Ｅ Ｄ 標識 － 

矢印板 
高輝度反射式 

又は自発光式 
－ 

ラ バコ ン 自発光デリ 付 － 

標識等安全施設 設計図によ る  － 

規制標識 高輝度反射式 １ 式 山形管理事務所 

必要の都度 

工事期間中 

（ 冬期休止期間中を

除く ）  

道路維持管理車両 普通車 １ 台 広報看板設置時 

数量を「 －」 表記と し ている も のは貸与不可のも のと なる ため、 受注者にて用意する も のと し 、

こ れに要する 費用は関連する 単価項目に含むも のと する 。  

 

 

 



 

13 

１ ２ .  保安に関する 事項 

１ ２ －１  工事用車両の運行速度 

一般道の人家連担区域等や高速道路上における 運行速度は、 法定速度若し く は規制速度を厳守す

る と と も に、 過積載の防止等法令を厳守する も のと する 。  

 

１ ２ －２  工事用車両の区別 

共通仕様書１ －２ ５ －２ 「 交通安全」 （ ２ ） に規定し ている 工事用車両と 一般車両の区別をする

ため、 以下に示す工事用車両の標示と 同等以上の標示板を設置する も のと する 。 なお、 標示内容の

変更を監督員が指示し た場合、 受注者はその指示に従わなければなら ないも のと する 。  

ま た、 高速道路の交通規制内へ出入り する 全ての車両は、 一般車両と 識別でき る よ う 黄色回転灯

を備えたも のと する 。  

工事用車両標示板参考図    材質： 耐水合板、 強化プラ ス チッ ク 、  

布製又はラ ミ ネート 加工し た印刷物等 

                  寸法： 取付位置、 寸法については下記の通り と する  

前部掲示： 乗用車等 Ａ ４ サイ ズ（ ダッ シュ ボード 不可）  

   ト ラ ッ ク ・ ダンプ等 Ａ ３ サイ ズ（ ダッ シュ ボー

ド 不可）  

後部掲示： 乗用車等 Ａ ４ サイ ズ 

     ト ラ ッ ク ・ ダンプ等 ９ ０ ｃ ｍ×３ ０ ｃ ｍ 

色彩： 下地黄色、 文字黒色 

字体： 丸ゴシッ ク 体（ 受注者名の文字の大き さ は、 他の文字

よ り 大き めにする ）  

□□： 受注者車両の通し 番号 

 

１ ２ －３  標識等の設置 

共通仕様書１ －２ ５ －１ 「 安全対策」 に規定する 安全対策を実施する にあたっては、 必要と する

箇所及び期間において、 工事標示板， 標識等の交通安全施設を設置する も のと する 。 ま た、 現道を

掘削する 場合や迂回路を設ける 場合等は、 堅固なバリ ケード ， 保安灯等によ り 交通車両及び一般通

行人の転落を未然に防止する 措置を講じ なければなら ない。 ま た、 一般道から の工事出入口には、

電力・ 通信線防護のための高さ 制限装置を必ず設置する も のと する 。 なお、 工事標示板、 標識及び

交通安全施設等の設置にあたっては、 工事開始前に設置場所及び設置内容について監督員と 協議の

う え実施する も のと する 。  

 

１ ２ －４  光通信ケーブル等損傷事故防止対策 

１ ２ －４ －１  光通信ケーブル等損傷事故の防止 

受注者は、 高速道路に埋設さ れている 光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止する ために埋設物

近接箇所の工事の施工にあたっては、 東日本高速道路㈱、 Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ ㈱「 光通信ケーブル等損傷事故

防止マニュ アル（ 令和３ 年７ 月） 」 （ 以下「 マニュ アル」 と いう 。 ） に基づき 万全の措置を講じ な

ければなら ない。  

 

 

 

山形道 

R８ 舗装補修工事 

工 事 用 車 両 

受注者名（ □□）  
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１ ２ －４ －２  光通信ケーブル等損傷事故防止監理者 

（ １ ）  受注者は、 高速道路に埋設さ れている 光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止する ため、

工事の計画、 現場指導等の強化を実施する 専任の光通信ケーブル等損傷事故防止監理者を定

め、 監督員に通知し なければなら ない。  

（ ２ ） 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、 「 マニュ アル」 の内容を十分理解し 、 光通信ケー

ブル等管路の損傷事故防止に関し て万全の措置を講じ ら れる よ う 作業員に安全教育の徹底を図

り 、 指導及び監督を行う も のと する 。 また、 試掘時及び近接工事作業時に現場に立会い、 事故

防止に関する 指導、 監督を行わなければなら ない。  

（ ３ ） 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、 現場代理人・ 主任技術者（ 監理技術者） 及び専門

技術者と 兼ねる こ と ができ る も のと する 。  

 

１ ２ －５  飛散防止対策 

本工事区間は一般道路が交差又は近接し ている ため、 材料等の飛散・ 落下によ る 交通車両及び一

般通行人の事故等を未然に防止する 措置を講じ なければなら ない。  

 

１ ２ －６  工事に使用する 移動用発電設備等について 

移動用発電設備等を使用する 場合は、 「 電気事業法」 、 「 電気設備に関する 技術基準を定める 省

令」 及びその他の関係法令並びに規則等に準じ て運用を行わなければなら ない。  

 

１ ２ －７  交通規制内の作業員の安全対策 

高速道路本線上における 交通規制内の路上作業関係者に対し 、 お客さ ま車両等の誤侵入によ る 事

故を防止する ため、 交通監視員が簡易的に手元で危険を通知する 警報装置等（ 警報付安全旗や大音

量電子ホイ ッ スル等） の装備を講じ る と と も に、 交通監視員から 路上作業関係者への危険伝達・ 避

難方法などを確認する ための避難訓練を実施する も のと する 。  

 

１ ２ －８  工事着手前安全検討会 

受注者は、 工事の安全及び円滑な施工なら びに関係者間における 情報の共有を目的と し て山形管

理事務所で開催する「 工事着手前安全検討会」 （ 以下「 検討会」 と いう 。 ） に出席する も のと する 。   

なお、 本工事に対する 検討会に際し ては、 受注者は工事の概要、 施工方法、 安全対策（ 交通規制

及び 交通監視員の配置計画、 光通信ケーブル等損傷事故防止対策等） 、 その他監督員の指示する 事

項について記載し た資料を作成する も のと する 。 ただし 、 こ れに要する 費用は諸経費に含むも のと

し 、 別途支払いは行わないも のと する 。  

 

１ ２ －９  保安に関する 費用 

本特記仕様書１ ２ －２ 「 工事用車両の区別」 、 １ ２ －３ 「 標識等の設置」 、 １ ２ －４ 「 光通信ケ

ーブル等損傷事故防止対策」 、 １ ２ －５ 「 飛散防止対策」 、 １ ２ －６ 「 工事に使用する 移動用発電

設備等について」 、 １ ２ －７ 「 交通規制内の作業員の安全対策」 、 １ ２ －８ 「 工事着手前安全検討

会」 に要する 費用は諸経費に含むも のと し 、 別途支払は行わないも のと する 。  
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１ ３ ． 環境保全に関する 事項 

１ ３ －１  砂塵等の防止 

受注者は、 工事用機械及び車両の走行によ る 砂塵等の被害を第三者に及ぼさ ないよ う 善良な管理

を行う も のと する 。  

 

１ ３ －２  高速道路の環境美化 

受注者は、 工事の施工に伴う 交通規制の実施にあたり 、 その規制区間内のゴミ 等を除去する 等、

高速道路の環境美化に努めなければなら ない。  

 

１ ３ －３  騒音等に関する 配慮 

受注者は、 施工に伴う 工事用機械及び車両の騒音対策について、 近隣の地域住民へ十分な配慮を

講じ て施工を行わなければなら ない。  

 

１ ３ －４  環境保全に関する 費用 

特に定める 場合を除き 、 環境保全に要する 費用は諸経費に含むも のと し 、 別途支払は行わないも

のと する 。  

 

１ ４ ． 建設副産物の処理方法に関する 事項 

１ ４ －１   建設副産物の処理方法 

（ １ ）  建設副産物の処理方法は、 次のと おり と する 。  

建設副産物の種

類 
発生場所 

発生 

要因 
数量 処理方法 

アス ファ ルト ・

コ ンク リ ート 塊 

山形自動車道 

関沢Ｉ Ｃ ～山形蔵王Ｉ Ｃ  

山形蔵王Ｉ Ｃ ～山形北Ｉ Ｃ  

山形Ｊ Ｃ Ｔ ～寒河江Ｉ Ｃ  

寒河江Ｉ Ｃ ～西川Ｉ Ｃ  

西川Ｉ Ｃ ～月山Ｉ Ｃ  

東北中央自動道 

米沢北Ｉ Ｃ ～南陽高畠Ｉ Ｃ  

南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのやま 温泉Ｉ Ｃ  

山形上山Ｉ Ｃ ～山形中央Ｉ Ｃ  

山形中央Ｉ Ｃ ～山形Ｊ Ｃ Ｔ  

山形Ｊ Ｃ Ｔ ～天童Ｉ Ｃ  

天童Ｉ Ｃ ～東根Ｉ Ｃ  

切削オーバ

ーレイ 工 

約３ ， ０ ０ ０  

ｍ３  再資源化施設

へ搬入 

コ ンク リ ート 塊

（ 無筋）  

東北中央自動道 

南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのやま 温泉Ｉ Ｃ  
約１ ８ ０ ｍ３  

（ ２ ） 建設副産物を本線に利用する 場合は、 共通仕様書に定める 該当各項の規定によ り 施工する も   

のと する 。  
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（ ３ ） 建設副産物の処理をする 施設の名称及び所在地は次のと おり と する 。  

建設副産物の 

種類 
施設の名称 所在地 受入条件 

アス ファ ルト ・

コ ンク リ ート 塊 

仙 台 ア ス コ ン

（ 株） 仙台中央ア

ス コ ン 共同企業

体 

仙台市宮城野区扇

町６ －２ －２ １  

夜間： ２ １ ： ０ ０ ～４ ： ０ ０  

５ ０ ｃ ｍ×５ ０ ｃ ｍ×２ ０ ｃ ｍ以下 

（ 株） 県南 
南陽市梨郷３ ４ ４

０  

夜間： 事前協議によ る  

Ａ Ｓ ・ Ｃ Ｏ： ５ ０ ｃ ｍ×５ ０ ｃ ｍ以下 

山形リ サ イ ク ル

セ ン タ ー共同企

業体 

山形市大字長谷堂

一ノ 関山 

夜間： 事前協議によ る  

Ａ Ｓ ・ Ｃ Ｏ： ５ ０ ｃ ｍ×５ ０ ｃ ｍ以下 

アス ベス ト 含有廃材受入不可 

Ａ Ｓ ： 異物混入受入不可 

（ 株） 石川建設産

業 

山形県東村山群中

山町大字長崎字中

原１ ２ ４ ５ －１  

夜間： 事前協議によ る  

（ 有） タ ケカツ重

機工業 

上山市楢下字鷹ノ

羽沢山１ ７ ８ １ －

１ １  

夜間： 不可 

( 有) ツ チ ヤ ク リ

ーン 

天童市石鳥居２ －

２ －２ ９  
夜間： 事前協議によ る  

國井建設（ 株）  
寒河江市大字日田

字平田１ ７ ８ －１  
夜間： 事前協議によ る  

菊池商事（ 株）  

寒河江市大字白岩

字久保川原９ ０ ３

－３  

夜間： 事前協議によ る  

異物混入不可 

コ ンク リ ート 塊 

（ 無筋）  
（ 株） 県南 

南陽市梨郷３ ４ ４

０  

夜間： 事前協議によ る  

Ａ Ｓ ・ Ｃ Ｏ： ５ ０ ｃ ｍ×５ ０ ｃ ｍ以下 

   上記については、 積算上の条件明示であり 、 処理施設を指定する も のではない。 なお、 受注者

の提示する 施設と 異なる 場合においても 設計変更の対象と し ない。 ただし 、 現場条件や数量の変

更等、 受注者の責によ る も のでない事項についてはこ の限り ではない。  

 

１ ５ ． 部分引渡し 及び部分使用に関する 事項 

１ ５ －１  部分引渡し  

契約書第３ ９ 条の規定に基づく 指定部分及びその引渡し 時期は、 下表のと おり と する 。  

指定部分 引渡し 時期 

標識板 反射式 Ａ       

標識板 反射式 Ａ （ Ｙ ）   

令和８ 年１ １ 月上旬 
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１ ５ －２  工事の部分使用 

共通仕様書１ －４ ９ －１ 「 適用範囲」 の規定に基づき 部分使用する 箇所及びその使用開始時期は

下表のと おり と する 。  

箇  所 使用開始時期 使用理由 

交通規制のも と で施工さ れた 

工事目的物 
日々の施工完了後 一般の用に供する ため 

   

１ ６ . 現場環境改善に関する 事項 

１ ６ －1 現場環境改善に関する 事項 

受注者は、 工事現場の現場環境改善を図る ため、 現場事務所、 作業員宿舎、 休憩所または作業環

境等の改善を行い、 快適な職場を形成する と と も に、 地域と の積極的なコ ミ ュ ニケーショ ン及び現

場周辺の美装化に努める も のと する 。  

実施する 内容については以下のと おり と し 、 共通仕様書１ －２ ０ －１ 「 施工計画書の提出」 に規

定する 施工計画書に具体的な実施方法を記載する も のと する 。  

現場環境改善に関する 費用は、 諸経費に含むも のと し 、 別途支払は行わない。  

なお、 本件に関する 取り 組みについては、 本特記仕様書４ －３ に示すカーボンニュ ート ラ ル推進

工事の取り 組みと し ては認めない。  

計上費用 実施する 内容（ 率計上分）  

現場環境改善 

（ 仮設備関係）  
緑化・ 花壇 

現場環境改善 

（ 営繕関係）  
現場事務所の快適化（ 女性用更衣室の設置を含む）  

現場環境改善 

（ 安全関係）  
盗難防止対策（ 警報機等）  

地域連携 
地域対策費（ 地域行事等の費用含む）  

社会貢献 

 

１ ６ －２  熱中症予防に係る 対策費用 

１ ６ －２ －１  定義 

熱中症予防に係る 対策費用と は、 建設現場の作業環境改善を図る べく 、 対象期間において実施し

た現場の施設や設備に対する 熱中症対策に要する 費用をいう 。  
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１ ６ －２ －２  対象品目 

熱中症対策の対象品目は、 表－１ に示す機械・ 施設類で、 リ ース 品を原則と する が、 やむを得な

い場合は購入品と する 。  

なお、 表－１ に記載さ れたも の以外については、 受注者及び監督員間で協議する も のと する 。  

             表－１  対象品目一覧表 

項目 品目名称 備考 

機械・ 施設類 

（ 原則、 リ ース 品）  

遮光ネッ ト 、大型扇風機、送風機、製氷機、給水器、

冷蔵庫、 日除けテント 、 ミ ス ト ファ ン、 ス ポッ ト ク

ーラ ー、 現場休憩所のエアコ ン、 休息車の配置 

各品目における 光熱水

費や燃料費は除く  

 

１ ６ －２ －３  対象期間 

熱中症対策の対象期間は、 原則、 毎年５ 月１ 日～９ 月３ ０ 日と する 。  

なお、 気象条件等によ り 、 上記期間外を対象と する 場合は、 前後１ カ月の範囲内で受注者及び監

督員間で協議する も のと する 。  

 

１ ６ －２ －４  熱中症対策実施報告書の提出 

受注者は、 熱中症予防に係る 対策費用を請求する 場合は、 熱中症対策実施報告書を作成し 、 監督

員へ提出する も のと する 。  

熱中症対策実施報告書に記載する 内容は、 以下の事項と する 。  

なお、 技術提案項目にて実施予定と し た熱中症対策については、 費用計上の対象外と する ため、

報告書内に明記する こ と と する 。  

①熱中症対策毎の実施数量及び実施期間 

②実施状況が確認でき る 資料 

③支払実績が確認でき る 資料 

 

１ ７ ． 工事用プレ ート に関する 事項 

 （ １ ） 発注者は、 下表に示す交付対象車両が通用区間に乗り 入れる 場合は、 受注者の申請によ り 通  

用区間において反復利用可能な有料道路自動料金収受シス テム（ Ｅ Ｔ Ｃ ） に使用する プレート

（ 以下「 工事用プレート 」 と いう 。 ） を交付する 。 工事用プレ ート の申請は、 工事用プレート

を使用する 日から １ ヶ 月前ま でに申請し なければなら ない。 申請書式、 申請に必要書類につい

ては契約後監督員よ り 通知をする 。 なお、 受注者は工事用プレ ート を適正に使用し 管理する と

と も に、 本工事の施工以外の目的に使用し てはなら ない。  

通用区間 交付対象車両 

山形自動車道 

宮城川崎Ｉ Ｃ ～ 月山Ｉ Ｃ 間 

東北中央自動車道 

米沢北Ｉ Ｃ  ～ 東根Ｉ Ｃ 間 

・ アスフ ァ ルト 混合物、 廃材処理の運搬車 

・ 交通規制の設置、 撤去に関わる 標識車、 規制資材運搬車 

・ 質量２ ０ ｔ 以上の建設機械の運搬車 

・ 質量３ ｔ 以上の建設機械の作業基地から 現地ま での運搬車 

（ ２ ） 工事用プレート の使用に際し 、 工事内容及び保管場所を記載し た工事用プレート 使用状況等

記録簿（ 様式－９ ） を月ごと に作成し 、 翌月上旬ま でに監督員に報告する も のと する 。  
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（ ３ ） 工事用プレート 使用状況の報告内容に誤り があった場合や、 目的以外に使用する 等の不適切

な使用が判明し た場合には、 監督員が工事用プレート の返納を指示する こ と がある 。 こ の場合

に受注者は監督員の指示に従う も のと し 、 以降工事用プレート の交付対象車両が、 通用区間を

走行する 際に要する 有料道路料金については支払を行わない。  

（ ４ ） （ １ ） に示す工事用プレート の交付対象車両が、 通用区間を走行する 際に要する 有料道路料

金については支払を行わない。 ただし 、 受注者の責によ ら ず工事用プレート の使用が不可能と

なり 有料道路料金の支払が発生し た場合、 こ れに要する 費用は監督員と 協議をする も のと す

る 。  

 

１ ８ ．  設計変更ガイ ド ラ イ ンの活用について 

発注者及び受注者双方の留意事項や条件変更が生じ た場合等に必要な手続き の流れについては

「 土木工事請負契約における 設計変更ガイ ド ラ イ ン（ 令和７ 年７ 月 東日本高速道路（ 株） ） 」 を

参考にする こ と 。 なお、 設計変更ガイ ド ラ イ ンは当社のホームページよ り 入手が可能である 。  

 

１ ９ ．  工事変更等検討会の設置について 

本工事は、 工事の変更手続き の透明性及び公正性の向上や適正な工期確保を目的に、 発注者と 受

注者が一堂に会し て、 工事の変更等の妥当性の審議及び工事工程ク リ ティ カルパス 等の共有並びに

こ れら に伴う 工事中止等の判断等を行う 場と し て開催する 「 工事変更等検討会」 の試行対象工事で

ある 。   

「 工事変更等検討会」 の運用にあたっては、 契約締結後、 監督員よ り 別途通知する も のと する 。  

 

２ ０ ．  保険の付保及び事故の補償 

保険の付保については、 共通仕様書１ －５ ５ －１ 「 保険の付保」 によ ら ず、 下記のと おり と す

る 。  

契約書第５ ７ 条に規定する 火災保険、 建設工事保険、 その他の保険（ 賠償責任保険は除く ） の付

保は任意と し 、 賠償責任保険（ 支払限度額１ 億円以上） は付保し なければなら ない。  
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２ １ .  工事細部に関する 事項 

２ １ －１  施工計画書 

共通仕様書１ －２ ０ －１ 「 施工計画書の提出」 に規定する 施工計画書の提出を要する 事項に、 以

下の事項をする 。  

（ １ ）  光通信ケーブル等損傷事故防止対策 

 

２ １ －２  単価名称末尾の記号 

単価表の項目末尾の記号は次のと おり と する 。  

 

２ １ －３  適用すべき 諸基準 

共通仕様書１ ３ －２ 「 適用すべき 諸基準」 に以下を追加する 。  

低速プロ ファ イ ラ の運用に関する 補足資料（ 別紙－１ ）  

   高弾性上層路盤用混合物 設計・ 施工管理要領（ 令和６ 年４ 月）  

 

２ １ －４  アスファ ルト 混合物 

２ １ －４ －１  混合物 

共通仕様書１ ３ －５ －３ 「 混合物」 に下記を追加する 。  

（ １ ） 骨材の粒度 

基層用遮水性アス ファ ルト 混合物に使用する 骨材の配合設計粒度は、 表１ －１ －１ のと おり と す

る 。 なお、 使用する 骨材の密度が0. 2ｇ /㎝3以上異なる 場合には配合比の修正を行う 。  

 

表１ －１ －１  基層用遮水性アス ファ ルト 混合物の配合設計標準粒度範囲 

ふる い目の開き

（ ㎜）  
ふる い通過質量百分率（ ％）  

26. 5 100 

19. 0 95～100 

13. 2 75～90 

9. 5 65～83 

4. 75 50～67 

2. 36 37～53 

0. 6 24～30 

0. 3 16～24 

0. 15 9～14 

0. 075 7～10 

 

 

 

単価表の項目の末尾 区分内容 

（ Ｙ ）  夜間作業 

記号なし  上記以外 
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（ ２ ） 配合試験基準値 

基層用遮水性アス ファ ルト 混合物の配合試験、 規定値及び品質基準値は下記のと おり と する 。  

表１ －１ －２  基層用遮水性アス ファ ルト 混合物の配合試験 

種別 試験項目 試験方法 試験頻度 規定値 

 

マーシャ ル試験 

試験便覧 

B001 

試験便覧 

B008 

材料およ び配合粒度が異

なる ごと にAs量5点で標

準各3個、 推定最適As量

を挟む3点で水浸各3個 

表１ －１ －１  

表１ －１ －３  

ホイ ールト ラ ッ キング試験 
試験便覧 

B003 注）  

上記試験を満足する 各粒

度の最適As量で1回（ 3枚

/回）  

表１ －１ －３  

水浸ホイ ールト ラ ッ キング

試験 
試験法 244 

上記試験を満足する 各粒

度の最適As量で1回（ 2枚

/回）  

平均はく 離率 

5%以下 

透水係数 
試験便覧 

B017T 

上記試験を満足する 各粒

度の最適As量で1回（ 3個

/回）  

1. 0×10-7以下 

注） 供試体の密度は、 マーシャ ル試験における 締固め密度の100±1％以内と する 。  

 

表１ －１ －３  基層用遮水性アス ファ ルト 混合物の品質基準 

項  目 基準値 

マーシャ ル安定度（ ｋ N）  6以上 

フロ ー値（ 1/100㎝）  15～40 

空隙率（ ％）  2～3 

飽和度（ ％）  70～85 

水浸マーシャ ル残留安定度 

60℃ 48時間 （ ％）  
75以上 

動的安定度（ 回/㎜）  1, 000以上 

平均はく 離率（ ％）  5以下 

水密性（ 透水係数） （ ㎝/秒）  1. 0*10-7以下 

 

（ ３ ） マーシャ ル試験基準値 

アス ファ ルト 混合物は、 試験便覧B008（ アス ファ ルト 混合物の密度試験方法） によ り 試験を行っ

たと き に「 舗装施工管理要領」 に示す性能を有する も のでなければなら ない。  

 

 

 

 

 

 

基

層

用

遮

水

性

ア

ス

フ
ァ

ル

ト

混

合

物 
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（ ４ ） 試験練り  

基層用遮水性アス ファ ルト 混合物の試験練り における 試験項目と ひん度は「 舗装施工管理要領」

によ ら ず表２ －１ のと おり と する 。  

表２ －１  基層遮水性アス ファ ルト 混合物の試験練り における 試験項目と ひん度 

種別 項目 試験項目 試験方法 試験ひん度 

 

各種材料の条件 
常温・ 加熱骨材のふ

る い分け試験 
JI S A 1102 各2個／1回 

混合条件 

アス ファ ルト 量 － 3点／1配合 

混合量， 混合時間お

よ び温度管理 
－ 適  宜 

混合物の性状 

マーシャ ル試験 
試験便覧 B001  

試験便覧 B008 

１ 回／１ 配合  

As量3点で標準､ 水浸各3個 

アス ファ ルト 含有量

試験 

自動計量記録装置 

又は試験便覧 

G005、 G028によ る  

出荷ごと 全バッ チ  

（ 1回/1配合、 2個/1回）  

ホイ ールト ラ ッ キン 

グ試験    注１ ）  
試験便覧 B003 １ 回／１ 配合 

透水係数  注２ ）  
試験便覧 B017T  

注３ ）  

１ 回／１ 配合  

（ 3個／回）  

水浸ホイ ールト ラ ッ

キング試験 注２ ）  
試験法 244   

１ 回／１ 配合  

（ 2枚／回）  

注１ ） アス ファ ルト プラ ント 排出の混合物にて供試体を作製する 。 ま た、 ホイ ールト ラ ッ キング試

験機は同一機械と し 、 原則と し て配合試験で使用し た試験機と する 。 なお、 供試体の密度は、

マーシャ ル試験における 締固め密度の100±1％以内と する 。  

注２ ） 供試体は最適締固め温度にてそれぞれ作製し 、 各々指定の頻度で試験を実施する も のと す

る 。  

注３ ） 試験は、 「 舗装施工管理要領」 Ⅱ建設工事関係１ －１ ( 4) ( b) ( ⅱ) に従って行う 。  

 

２ １ －５  アスファ ルト 舗装改良工 

２ １ －５ －１  種 別 

共通仕様書１ ３ －８ －４ 「 種別」 に下表を追加する 。  

種別 区分内容 

切削オーバーレイ 工Ｋ Ⅱ（ ｔ ＝４ ｃ ｍ）  

本線土工部及び橋梁部において、既設舗装面を路

面切削機によ り 切削し た後、アス ファ ルト 混合物

（ 高機能舗装Ⅱ型用混合物） を舗設する も の。  

切削オーバーレイ 工 Ｈi ＭＡ  

（ t＝２ ５ ㎝） Ａ  

本線土工部において、 既設舗装面を路面切削機

によ り 切削し た後、 上層路盤は高弾性上層路盤

用混合物（ Ｈi ＭＡ ） で舗設し 、 基層は基層用遮

水性アス ファ ルト 混合物、 表層は高機能舗装Ⅱ

型用混合物を舗設する も の。  

基

層

用

遮

水

性

ア

ス

フ
ァ

ル

ト

混

合

物 
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切削オーバーレイ 工 Ｈi ＭＡ  

（ t＝２ ５ ㎝） Ｂ  

本線土工部において、 既設舗装面を路面切削機

によ り 切削し た後、 上層路盤は高弾性上層路盤

用混合物（ Ｈi ＭＡ ） で舗設し 、 表層及び基層は

基層用遮水性アス ファ ルト 混合物を舗設する も

の。  

「 舗装施工管理要領」 に規定する 舗装工事管理週報（ 管理様式－２ ０ ２ ） の提出にあわせて、 週

報に記載する 出荷日の注文伝票（ 写し ） 、 納入伝票（ 写し ） 、 自動計量装置の印字記録装置の印字

記録を提出する も のと する 。  

 

２ １ －５ －２  材料及び基準 

（ １ ） 共通仕様書１ ３ －８ －５ 「 材料及び基準」 に規定する 、 アス ファ ルト 、 アス ファ ルト 混合物

に使用する 骨材の粒度の種別、 マーシャ ル試験の突固め回数等は次のと おり と する 。  

単価表の項目 
アス ファ ルト の 

種類 

標準 

アス ファ

ルト 量 

骨材配

合 

設計粒

度 

供試体

の 

突固め 

回数 

混合物の種類 摘 要 

切削オーバーレ

イ 工Ｋ Ⅱ 

（ ｔ ＝４ ｃ ｍ）  

改質ア ス フ ァ ル

ト （ 寒冷地域）  
５ ． ３ ％ 

最大粒

径 

１ ３  

ｍｍ 

両面 

５ ０ 回 

高機能舗装Ⅱ型用

混合物 

土工部 

橋梁部 

切削オーバーレ

イ 工 

Ｈi ＭＡ  

（ ｔ ＝２ ５ ｃ

ｍ） Ａ  

 

改質ア ス フ ァ ル

ト （ 寒冷地用）  
５ ． ３ ％ 

最大粒

径 

１ ３  

ｍｍ 

両面 

５ ０ 回 

高機能舗装Ⅱ型用

混合物 

土工部 
改質ア ス フ ァ ル

ト （ 一般地域）  
５ ． ３ ％ 

最大粒

径 

２ ０  

ｍｍ 

両面 

７ ５ 回 

基層用遮水性アス

ファ ルト 混合物 

ス ト レ ート ア ス

フ ァ ルト ６ ０ ／

８ ０ （ 添加剤入）  

５ ． ４ ％ 

最大粒

径 

２ ０  

ｍｍ 

両面 

５ ０ 回 

高弾性上層路盤用

混合物 

切削オーバーレ

イ 工 

Ｈi ＭＡ  

（ ｔ ＝２ ５ ｃ

ｍ） Ｂ  

改質アス フ 

ァ ルト  

（ 一般地域）  

５ ． ３ ％ 

最大粒

径 

２ ０  

ｍｍ 

両面 

７ ５ 回 

基層用遮水性アス

ファ ルト 混合物 

土工部 

ス ト レ ート ア ス

フ ァ ルト ６ ０ ／

８ ０ （ 添加剤入）  

５ ． ４ ％ 

最大粒

径 

２ ０  

ｍｍ 

両面 

５ ０ 回 

高弾性上層路盤用

混合物 



 

24 

※アスファ ルト の種類に記載し ている （ 一般用） 及び（ 寒冷地域） と は、 「 設計要領第一集舗装

編」 ３ －５ －２ 表３ －２ ２ 「 改質アス ファ ルト の性状」 に示す、 「 一般地域用」 及び「 寒冷地域

Ⅰ・ Ⅱの表層用」 の区分。  

（ ２ ） 高機能舗装Ⅱ型用混合物およ び基層用遮水性アス ファ ルト 混合物、 高弾性上層路盤用混合物に

おける 配合実績 

高機能舗装Ⅱ型用混合物およ び基層用遮水性アス ファ ルト 混合物、 高弾性上層路盤用混合物につ

いて、 こ れま での配合実績を参考と し て以下に示す。 なお、 記載し ている 事項については配合を指

定する も のではない。  

（ 単位： ％）  

種別 
５ 号 

砕石 

６ 号 

砕石 

７ 号 

砕石 

細目

砂 

粗目

砂 
砕砂 石粉 計 

Ａ Ｓ 量 

改質

アス

ファ

ルト  

ス ト レー

ト アス フ

ァ ルト  

６ ０ ／８

０ （ 添加

剤入）  

高機能Ⅱ型用

混合物 
0. 0 67. 0 9. 5 6. 5 6. 0 0. 0 11. 0 100. 0 5. 3  

基層用遮水性 

アス ファ ルト

混合物 

17. 0 24. 5 11. 0 8. 0 0. 0 31. 0 8. 5 100. 0 5. 3  

高弾性上層路

盤用混合物 
24. 0 27. 5 16. 0 10. 5 15. 5 0. 0 6. 5 100. 0  5. 4 

 

２ １ －５ －３  プラ ント  

共通仕様書１ ３ －５ －４ 「 プラ ント 」 に下記を追加する 。  

「 舗装施工管理要領」 に規定する 「 付録―２ プラ ント 管理試験方法 ２ . プラ ント 計画」 に示す

プラ ント 計画書に次の内容を記載する こ と と する 。  

1） 受注者と プラ ント 会社の品質管理に関する 体制と 役割 

2） 自動計量装置の書き 換え防止機能の有無 

3） 受注者によ る 合材製造過程の管理方法 

なお、 監督員は、 土木工事共通仕様書１ －３ ０ －２ 「 監督員の検査権等」 に基づき 、 アスファ ル

ト 合材を納入し ている アス ファ ルト プラ ント へ不定期に赴き 、 配合に基づく 製造、 自動計量装置の

印字記録装置の印字記録、 プラ ント 計画書に基づく 書き 換え防止機能付き 自動計量装置の使用等に

ついて確認を行う 場合がある 。 その際は、 主任（ 監理） 技術者等が立ち会う も のと する 。  
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２ １ －５ －４  試験舗装 

共通仕様書１ ３ －８ －７ 「 試験舗装」 に規定する 試験舗装の混合物の種類及び場所は次のと おり

と する 。 なお、 混合物の種類、 厚さ が同じ であっても 、 使用する アスファ ルト プラ ント が異なる 場

合は、 アスファ ルト プラ ント ごと に試験舗装を行う も のと する 。  

混合物の種類 予定面積 実施予定場所 単価表の項目 摘 要 

1レ ーン目 

高機能舗装Ⅱ型用混合物 

試験舗装厚さ  ４ ｃ ｍ 

基層用遮水性アス フ ァ ル

ト 混合物 

試験舗装厚さ  ６ ｃ ｍ 

約１ ５ ０

ｍ２  

寒河江Ｓ Ａ 内 

（ 下り 線）  

切削オーバーレイ 工 

Ｋ Ⅱ（ ｔ ＝４ ｃ ｍ）  

切削オーバーレイ 工 

Ｈi ＭＡ  

（ t＝２ ５ ｃ ｍ） Ａ  

２ 層施工 

２ レ ーン目 

基層用遮水性アス フ ァ ル

ト 混合物 

試験舗装厚さ  １ ０ ｃ ｍ 
約 １ ５ ０

ｍ２  

寒河江Ｓ Ａ 内 

（ 下り 線）  

切削オーバーレイ 工 

Ｈi ＭＡ  

（ t＝２ ５ ｃ ｍ） Ｂ  

３ 層施工 

（ 上層路盤は

２ 層に分けて

施工）  高弾性上層路盤用混合物 

試験舗装厚さ  １ ５ ｃ ｍ 

試験舗装に先立ち、 監督員の指示によ り 試験舗装の内容（ 混合物の種類、 面積、 場所など） が変

更と なった場合は、 その指示に従う も のと する 。 なお、 監督員が試験舗装の内容の変更を指示し た

場合、 こ れに要する 費用について監督員と 受注者と で協議し 定める も のと する 。  

  なお、 基層用遮水性アス ファ ルト 混合物を表層と し て暫定的に用いる 場合は、 「 舗装施工管理要

領」 Ⅲ補修工事関係１ －３ 「 試験舗装」 （ ２ ） 「 目的と 試験ひん度」 アス ファ ルト 混合物（ 高機能

舗装用） で規定し ている 「 すべり 測定試験」 を適用する も のと する 。  

 

２ １ －５ －５  舗装廃材の処理 

共通仕様書１ ３ －８ －１ ０ 「 舗装廃材の処理」 に規定する 舗装廃材の処理場所は、 次のと おり と

する 。  

単価表の項目 舗装廃材の処理場所 

 切削オーバーレイ 工Ｋ Ⅱ（ ｔ ＝４ ｃ ｍ）  

再資源化施設への搬出  切削オーバーレイ 工Ｈi ＭＡ （ ｔ ＝２ ５ ｃ ｍ） Ａ  

 切削オーバーレイ 工Ｈi ＭＡ （ ｔ ＝２ ５ ｃ ｍ） Ｂ  

 

２ １ －５ －６  支 払 

共通仕様書１ ３ －８ －１ ６ 「 支払」 に規定する 支払の項目に以下の項目を追加する も のと する 。  

 単価表の項目                  検測の単位  

１ ３ －（ １ ０ ）      切削オーバーレイ 工 

切削オーバーレイ 工Ｋ Ⅱ（ ｔ ＝４ ｃ ｍ）        ｍ２  

切削オーバーレイ 工Ｈi ＭＡ （ ｔ ＝２ ５ ｃ ｍ） Ａ   ｍ２  

切削オーバーレイ 工Ｈi ＭＡ （ ｔ ＝２ ５ ｃ ｍ） Ｂ   ｍ２  
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２ １ －６  標識工 

２ １ －６ －１  定 義  

反射式標識板と は、 反射式標識板の材料、 加工（ マス キング含む） 、 組立運搬及び設置を行う こ

と をいう 。  

 

２ １ －６ －２  支 払  

  反射式標識板の支払いは、 前項の規定に従って検測さ れた数量に対し 、 １ ｍ２ 当たり の契約単価

で行う も のと する 。 こ の契約単価には、 設計図書及び監督員の指示に従って行う 反射式標識板の製

作、 反射シート の張付け、 加工（ マス キング含む） 、 板の設置等反射式標識板の施工に要する 材

料・ 労力・ 機械器具等本工事を完成さ せる ために必要な費用で諸経費に含ま れる も のを除く すべて

の費用を含むも のと する 。  

 単価表の項目                  検測の単位  

１ ６ －（ ５ ）       標識板 

反射式 Ａ                     ｍ２  

 

２ １ －７  路面標示工 

２ １ －７ －１  種 別 

共通仕様書１ ６ －４ －２ 「 種別」 に下表を追加する 。  

単価表の項目 
路面標示

の塗色 
区分内容 

路面標示Ｊ Ｉ Ｓ 規格型Ｄ １  白色 

レーンマーク 施工管理要領・ 路面標示Ｊ Ｉ Ｓ 規格型

の規定に適合する 材料を使用し て、 舗装路肩標示、

ノ ーズ標示を施工する も の。  

路面標示Ｊ Ｉ Ｓ 規格型Ｅ １  白色 

レーンマーク 施工管理要領・ 路面標示Ｊ Ｉ Ｓ 規格型

の規定に適合する 材料を使用し て、 矢印標示等を施

工する も の。  

路面標示標準型Ｅ ２  緑色 

レーンマーク 施工管理要領・ 路面標示標準型の規定 

に適合する 材料を使用し て、 月山Ｉ Ｃ  Ｅ ・ Ｇ ラ ン

プに矢印標示（ 緑色） を施工する も の。  

 

２ １ －７ －２  材料及び使用量 

共通仕様書１ ６ －４ －３ 「 材料及び使用量」 を下記のと おり 変更する 。  

路面標示工に使用する 材料及び使用量は「 レ ーンマーク 施工管理要領」 に示す規格に適合する も

のと する が、 同要領２ －１ 「 材料規格 表―１  材料規格」 、 ２ －３ 「 材料の確認」 及び「 表－２  

材料規格」 を次のと おり 変更する 。  
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（ １ ） 材料規格 

 表―２  材料規格 

項  目 試験方法およ び規格 

低温造膜性 
試験法８ ０ １ によ る 試験方法で， ５ ℃で造膜する こ と 。  

※水を主な揮発成分と する ビヒ ク ルを用いた材料 

初期耐水付着性 

試験法８ ０ ２ によ る 試験方法で， 試験後の付着性評価点数が２ 点以上で

ある こ と 。  

※水を主な揮発成分と する ビヒ ク ルを用いた材料 

凍結融解性 
試験法８ ０ ３ によ る 試験方法で、 試験片全てについて塗膜にはがれ， 膨

れがなく ， 割れの密度が１ 以下である こ と 。  

ガラ スビーズ含有量 

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ６ ５ によ る 試験方法で， ガラ ス ビーズ含有量が１ ５ ％以

上である こ と 。  

※塗料中にガラ ス ビーズを含む材料 

耐摩耗性 

試験法８ ０ ５ によ る 試験方法で， 試験時間１ ８ ０ 分後の再帰反射輝度が

６ ５ mcd/l x・ ｍ２ 以上である こ と 。 再帰反射輝度の測定方法は， Ｊ Ｉ Ｓ  

Ｚ  ８ ７ １ ４ （ ４ . 再帰性反射体の再帰反射性能の測定方法） によ る も の

と し ， 観測角α=２ . ２ ９ °， 照射角β=１ . ２ ４ °を用いる も のと する 。  

耐候性 
試験法８ ０ ９ によ る 試験方法で、 塗膜減耗量が２ g/ｍ２ ･day 以下である

こ と 。  

初期再帰反射輝度 

白 

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  ８ ７ １ ４ （ ４ . 再帰性反射体の再帰反射性能の測定方法） によ

る 測定方法で，１ ５ ０ mcd/l x・ ｍ２ 以上である こ と 。観測角α=２ . ２ ９ °，

照射角β=１ . ２ ４ °を用いる も のと する 。 なお， 試験片は試験法８ ０ ５

で作成し たも のを使用し ， 試験は試験法８ ０ ５ の試験開始前に実施し ，

２ 枚の最小値で評価する 。 （ 様式－１ １ ） 。  

黄 

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  ８ ７ １ ４ （ ４ . 再帰性反射体の再帰反射性能の測定方法） によ

る 測定方法で，１ ５ ０ mcd/l x・ ｍ２ 以上である こ と 。観測角α=２ . ２ ９ °，

照射角β=１ . ２ ４ °を用いる も のと する 。 なお， 試験片は試験法８ ０ ５

で作成し たも のを使用し ， 試験は試験法８ ０ ５ の試験開始前に実施し ，

２ 枚の最小値で評価する 。 （ 様式－１ １ ） 。  

すべり 抵抗値 試験法８ ０ ７ によ る 測定方法で， Ｂ Ｐ Ｎが５ ０ 以上である こ と  

色彩 

白 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ６ ５ に規定する 拡散反射率（ 視感反射率） ７ ５ 以上 

黄 

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  ８ ７ ２ １ に規定する ５ . ５ Ｙ Ｒ ６ . ５ /１ ２  

（ 警察庁が規定する 道路標示黄色見本よ り ハンタ ーの色差式で色差５ 以

内）  

タ イ ヤ付着性 
Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ６ ５ によ る 測定方法で， １ ０ 分後に塗膜がタ イ ヤに付着

し てはなら ない。  

耐アルカリ 性 
Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ６ ５ によ る 測定方法で， アルカリ に浸し たと き 異常がな

いも のと する 。  

鉛及びク ロ ム含有

量 
黄 

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ６ ５ によ る 測定方法で， 質量分率（ ％） が， 鉛０ . ０ ６ 以

下， ク ロ ム０ . ０ ３ 以下である こ と 。  
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（ ２ ） 材料の確認 

試験結果を｢様式－１ １ ｣に整理し ， 公的機関の検印のある 試験結果の写し を添付し て監督員に提

出し ， 確認を得なければいけない。 公的機関での試験の結果は３ 年間有効と する 。  

ただし ， 材料規格試験を実施し た塗料と ロ ッ ト 番号が異なる 塗料については， 材料規格試験を実

施し たロ ッ ト 番号の塗料と 同等の品質である こ と を各塗料メ ーカーが証明する 検印のある 証明書を

添付し ， 材料規格試験を実施し たロ ッ ト 番号の塗料と 同等である こ と を確認する 。 なお， 表-２ の

材料規格のガラ ス ビーズ含有量， 色彩（ 黄は除く ） ， タ イ ヤ付着性， 耐アルカリ 性， 鉛及びク ロ ム

含有量の試験については， 日本工業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ６ ５ 「 路面標示用塗料」 の２ 種又は３ 種の

公的機関の検印がある 規格試験結果を転用し ても よ い。  

ま た， 日本工業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ６ ５ 「 路面標示用塗料」 の２ 種又は３ 種の塗料を使用する 場

合にあっては， 公的機関又はＪ Ｉ Ｓ 認定工場の検印のある 路面標示用塗料の規格試験結果の写し を

監督員に提出し ， 確認を得なければいけない。 公的機関又はＪ Ｉ Ｓ 認定工場での試験の結果は６ ヶ

月間有効と する 。  

 

２ １ －７ －３  施 工 

仮路面標示を実施し た箇所については、 本特記仕様書８ －１ 「 作業抑制期間」 に示す各繁忙期前

に本施工を実施する も のと する 。 なお、 監督員から 別途指示があった場合はこ の限り ではない。  

 

２ １ －７ －４  支 払 

共通仕様書１ ６ －４ －６ 「 支払」 に規定する 支払の項目に以下の項目を追加する も のと する 。  

 単価表の項目               検測の単位  

１ ６ －（ ７ ）     路面標示工 

路面標示Ｊ Ｉ Ｓ 規格型Ｄ １            ｍ２  

路面標示Ｊ Ｉ Ｓ 規格型Ｅ １            ｍ２  

路面標示標準型Ｅ ２               ｍ２  

 

２ １ －８  交通規制工 

２ １ －８ －１  種 別 

共通仕様書１ ９ －３ －２ 「 種別」 に次表を追加する 。  

単価表の項目 内    容 

車線規制Ａ  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 走行車線規制又は

追越規制を昼間に行う も のをいう 。  

車線規制Ｂ  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 走行車線規制又は

追越規制を昼間に行う も のをいう 。  

連続車線規制Ａ ４  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 走行車線規制又は

追越規制を昼夜間連続で行う も のをいう 。  

連続車線規制Ａ ５  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 走行車線規制又は

追越規制を昼夜間連続で行う も のをいう 。  

通行止規制Ａ １  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 山形Ｊ Ｃ Ｔ ～寒河

江Ｉ Ｃ （ 上下線） 、 西川Ｉ Ｃ ～月山Ｉ Ｃ （ 上下線） 、 山形中央Ｉ Ｃ ～
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山形Ｊ Ｃ Ｔ （ 上下線） 、 月山Ｉ Ｃ （ Ｇ ラ ンプ） の通行止を行う 規制を

いう 。  

通行止規制Ｂ １  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 寒河江Ｉ Ｃ ～西川

Ｉ Ｃ （ 上下線） の通行止を行う 規制をいう 。  

通行止規制Ｂ ２  

「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 寒河江Ｉ Ｃ ～西川

Ｉ Ｃ （ 上下線） 、 西川Ｉ Ｃ ～月山Ｉ Ｃ （ 上下線） の通行止を行う 規制

をいう 。  

通行止規制Ｃ ２  

「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 西川Ｉ Ｃ ～月山Ｉ

Ｃ （ 上下線） 、 山形中央Ｉ Ｃ ～山形Ｊ Ｃ Ｔ （ 上下線） 、 山形Ｊ Ｃ Ｔ ～

天童Ｉ Ｃ （ 上下線） 、 月山Ｉ Ｃ （ Ｅ ラ ンプ） の通行止を行う 規制をい

う 。  

通行止規制Ｄ １  

「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 米沢北Ｉ Ｃ ～南陽

高畠Ｉ Ｃ （ 上下線） 、 南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのや温泉Ｉ Ｃ （ 上下線） の

通行止を行う 規制をいう 。  

通行止規制Ｄ ２  

「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 米沢北Ｉ Ｃ ～南陽

高畠Ｉ Ｃ （ 上下線） 、 南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのやま温泉（ 上下線） 、 山

形上山Ｉ Ｃ ～山形中央Ｉ Ｃ（ 上下線） 、 天童Ｉ Ｃ ～東根Ｉ Ｃ（ 上下線）

の通行止を行う 規制をいう 。  

通行止規制Ｅ １  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 かみのやま 温泉Ｉ

Ｃ ～山形上山Ｉ Ｃ （ 上下線） の通行止を行う 規制をいう 。  

通行止規制Ｆ １  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 山形上山Ｉ Ｃ ～山

形中央Ｉ Ｃ （ 上下線） の通行止を行う 規制をいう 。  

通行止規制Ｆ ２  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 山形上山Ｉ Ｃ ～山

形中央Ｉ Ｃ （ 上下線） の通行止を行う 規制をいう 。  

ラ ンプ閉鎖規制Ａ １  

「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 山形蔵王Ｉ Ｃ （ Ｃ

ラ ンプ） 、 寒河江Ｉ Ｃ （ Ａ ・ Ｃ ラ ンプ） のラ ンプ閉鎖を行う 規制をい

う 。  

ラ ンプ閉鎖規制Ａ ２  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 笹谷Ｉ Ｃ （ Ａ ・ Ｃ

ラ ンプ） のラ ンプ閉鎖を行う 規制をいう 。  

ラ ンプ閉鎖規制Ｂ １  

「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 山形蔵王Ｉ Ｃ（ Ｂ ・

Ｄ ・ Ｆ ラ ンプ） 、 寒河江Ｉ Ｃ （ Ｂ ・ Ｄ ラ ンプ） のラ ンプ閉鎖を行う 規

制をいう 。  

ラ ンプ閉鎖規制Ｃ １  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 山形蔵王Ｉ Ｃ （ Ａ

ラ ンプ） のラ ンプ閉鎖を行う 規制をいう 。  

ラ ンプ閉鎖規制Ｄ  
「 道路保全要領（ 路上作業編） 」 の規定に準拠し 、 月山Ｉ Ｃ （ Ｈラ ン

プ） のラ ンプ閉鎖を行う 規制をいう 。  

共通仕様書１ ９ －３ －２ 「 種別」 に規定する 交通規制箇所、 交通規制内の施工内容及び規制時間

等については下表のと おり と する 。  

単価表の項目 交通規制箇所 
交通規制内の工事内

容 
規制時間 備考 
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車線規制Ａ  山形自動車道 

上下線 

・ 笹谷Ｉ Ｃ ～関沢Ｉ Ｃ  

・ 関沢Ｉ Ｃ ～山形蔵王Ｉ Ｃ  

・ 山形蔵王Ｉ Ｃ ～山形北Ｉ Ｃ  

・ 寒河江Ｉ Ｃ ～西川Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

路面開削工 

６ ： ０ ０  

（ ７ ： ０ ０ ）  

～ 

１ ８ ： ０ ０  

（ １ ７ ： ０ ０ ）  

 

車線規制Ｂ  

６ ： ０ ０  

（ ７ ： ０ ０ ）  

～ 

１ ５ ： ０ ０  

（ １ ４ ： ０ ０ ）  

 

連続車線規制 

Ａ ４  

東北中央自動車道 

下り 線 

・ 南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのやま 温

泉Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

規制設置日 

６ : ０ ０ ～ 

翌６ ： ０ ０  

連続規制日 

（ ４ 日間）  

６ : ０ ０ ～ 

翌６ ： ０ ０  

規制撤去日 

６ : ０ ０ ～ 

１ ８ ： ０ ０  

（ 各日８ ： ０ ０ ～ 

１ ７ ： ０ ０ ）  

 

連続車線規制 

Ａ ５  

東北中央自動車道 

下り 線 

・ 南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのやま 温

泉Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

規制設置日 

６ : ０ ０ ～ 

翌６ ： ０ ０  

連続規制日 

（ ５ 日間）  

６ : ０ ０ ～ 

翌６ ： ０ ０  

規制撤去日 

６ : ０ ０ ～ 

１ ８ ： ０ ０  

（ 各日８ ： ０ ０ ～ 

１ ７ ： ０ ０ ）  

 

通行止規制 

Ａ １  

山形自動車道 

上下線 

・ 山形Ｊ Ｃ Ｔ ～寒河江Ｉ Ｃ  

・ 西川Ｉ Ｃ ～月山Ｉ Ｃ  

・ 月山Ｉ Ｃ （ Ｇ ラ ンプ）  

東北中央自動車道 

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  
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上下線 

・ 山形中央Ｉ Ｃ ～山形Ｊ Ｃ Ｔ  

通行止規制 

Ｂ １  

山形自動車道 

上下線 

・ 寒河江Ｉ Ｃ ～西川Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

 

通行止規制 

Ｂ ２  

山形自動車道 

上下線 

・ 寒河江Ｉ Ｃ ～西川Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ : ０ ０ ）  

～ 

翌３ : ０ ０  

（ 翌２ : ０ ０ ）  

 

通行止規制 

Ｃ ２  

山形自動車道 

上下線 

・ 西川Ｉ Ｃ ～月山Ｉ Ｃ  

・ 月山Ｉ Ｃ （ Ｅ ラ ンプ）  

東北中央自動車道 

上下線 

・ 山形中央Ｉ Ｃ ～山形Ｊ Ｃ Ｔ  

・ 山形Ｊ Ｃ Ｔ ～天童Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

路面開削工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ : ０ ０ ）  

～ 

翌３ : ０ ０  

（ 翌２ : ０ ０ ）  

 

通行止規制 

Ｄ １  

東北中央自動車道 

上下線 

・ 米沢北Ｉ Ｃ ～南陽高畠Ｉ Ｃ  

・ 南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのやま 温

泉Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

標識板 

マス キング工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

 

通行止規制 

Ｄ ２  

東北中央自動車道 

上下線 

・ 米沢北Ｉ Ｃ ～南陽高畠Ｉ Ｃ  

・ 南陽高畠Ｉ Ｃ ～かみのやま 温

泉Ｉ Ｃ  

・ 天童Ｉ Ｃ ～東根Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ : ０ ０ ）  

～ 

翌３ : ０ ０  

（ 翌２ : ０ ０ ）  

 

通行止規制 

Ｅ １  

東北中央自動車道 

上下線 

・ かみのやま 温泉Ｉ Ｃ ～山形上

山Ｉ Ｃ  

標識板 

マス キング工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ : ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ : ０ ０ ）  

 

通行止規制Ｆ １  

東北中央自動車道 

上下線 

・ 山形上山Ｉ Ｃ ～山形中央Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ : ０ ０ ）  

～ 
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翌６ : ０ ０  

（ 翌５ : ０ ０ ）  

通行止規制Ｆ ２  

東北中央自動車道 

上下線 

・ 山形上山Ｉ Ｃ ～山形中央Ｉ Ｃ  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ : ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ : ０ ０ ）  

 

ラ ンプ閉鎖規制

Ａ １  

山形自動車道 

・ 山形蔵王Ｉ Ｃ （ Ｃ ラ ンプ）  

・ 寒河江Ｉ Ｃ （ Ａ ・ Ｃ ラ ンプ）  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

 

ラ ンプ閉鎖規制

Ａ ２  

山形自動車道 

・ 笹谷Ｉ Ｃ （ Ａ ・ Ｃ ラ ンプ）  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ : ０ ０ ）  

～ 

翌３ : ０ ０  

（ 翌２ : ０ ０ ）  

 

ラ ンプ閉鎖規制

Ｂ １  

山形自動車道 

・ 山形蔵王Ｉ Ｃ （ Ｂ ・ Ｄ・ Ｆ ラ

ンプ）  

・ 寒河江Ｉ Ｃ （ Ｂ ・ Ｄ ラ ンプ）  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

 

ラ ンプ閉鎖規制

Ｃ １  

山形自動車道 

・ 山形蔵王Ｉ Ｃ （ Ａ ラ ンプ）  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

 

ラ ンプ閉鎖規制

Ｄ  

山形自動車道 

・ 月山Ｉ Ｃ （ Ｈラ ンプ）  

切削オーバーレイ 工 

路面標示工 

注意喚起溝工 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌３ : ０ ０  

（ 翌２ ： ０ ０ ）  

 

１ ８ : ０ ０  

（ ２ １ ： ０ ０ ）  

～ 

翌６ : ０ ０  

（ 翌５ ： ０ ０ ）  

 

①各単価項目に含ま れる 交通保安要員の配置場所及び人数については設計図に示す通り と する 。  
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②上表の規制時間と は、 １ 回当たり と し て検測する 交通規制工のう ち、 規制設置開始（ 標識設置開

始） から 規制撤去完了（ 標識撤去完了） ま での時間である 。  

③（  ） 内の時間は、 交通規制内の施工可能時間（ 休憩時間を含む） を示す。  

なお、 受注者の責によ ら ず、 交通規制箇所及び交通規制時間が大幅に変更と なった場合は、 こ れ

ら に要する 費用について監督員と 受注者で協議し 定める も のと する 。   

 

２ １ －８ －２  施 工 

日々の施工終了時には、 交通規制材を含むすべての資機材等を撤去する も のと する が、 連続車

線規制び監督員が資機材等の存置を認めた場合はこ の限り ではない 

 

２ １ －８ －３  夜間巡回 

（ １ ） 巡回内容 

連続車線規制を実施する 場合、 規制実施区間の予告規制標識等の設置状況等を確認する ため、 車

両によ る 目視点検巡回を行う も のと する 。 巡回時間は２ ０ 時～翌５ 時ま での間に、 交通監視員２ 名

１ 組の体制で２ 時間おき に実施する も のと する 。  

なお、 巡回を実施する 交通監視員は、 交通規制内で一般車への注意喚起及び規制材の保守を実施

する 監視員以外の人員で実施する も のと する 。  

（ ２ ） 巡回結果報告 

受注者は、 上記（ １ ） の巡回を実施し た場合は、 月ごと の巡回結果を翌月上旬までに監督員へ提

出する も のと する 。  

なお、 巡回中に異常を発見し た場合は、 速やかに是正措置を行う も のと する 。  

（ ３ ） 上記（ １ ） 及び（ ２ ） に要する 費用は、 交通規制の契約単価に含むも のと し 、 別途検測は行わ

ないも のと する 。  

 

２ １ －８ －４  材 料 

（ １ ） 交通規制工に使用する 規制機材は設計図に示すと おり と する 。  

 

２ １ －８ －５  交通規制工実施報告書の提出時期について 

共通仕様書１ ９ －３ －３ 「 交通規制計画」 に規定する 交通規制工実施報告書は月ごと に作成し 、

翌月上旬までに提出する も のと する 。  

 

２ １ －８ －６  予備用機械の配置について 

受注者は、 機械の故障等によ り 通行止め解除時間を遅ら せてはなら ない。 そのため、 下表に示す

予備用機械を準備する も のと し 、 配置場所を施工計画書に記載する も のと する 。 なお、 予備用機械

にかかる 費用は交通規制工の契約単価に含むも のと し 、 別途支払いは行わないも のと する 。  

  ただし 、 故障等によ り 予備用機械を使用し た場合は監督員に報告する も のと し 、 現場内の移動に

要する 費用は別途監督員と 受注者と で協議し 定める も のと する 。  

機械名 規格 台数 備考 

アス ファ ルト  

フ ィ ニッ シャ  

ホイ ール型 

（ ２ ． ４ ～６ ． ０ ｍ）  
１   
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２ １ －８ －７  支 払 

共通仕様書１ ９ －３ －５ 「 支払」 に下記を追加する 。  

 単価表の項目               検測の単位  

１ ９ －（ １ ）   交通規制工 

車線規制Ａ                    回 

車線規制Ｂ                    回 

連続車線規制Ａ ４                 回 

連続車線規制Ａ ５                 回 

    通行止規制Ａ １                  回 

    通行止規制Ｂ １                  回 

    通行止規制Ｂ ２                  回 

    通行止規制Ｃ ２                  回 

通行止規制Ｄ １                  回 

通行止規制Ｄ ２                  回 

通行止規制Ｅ １                  回 

通行止規制Ｆ １                  回 

通行止規制Ｆ ２                  回 

ラ ンプ閉鎖規制Ａ １                回 

    ラ ンプ閉鎖規制Ａ ２                回 

    ラ ンプ閉鎖規制Ｂ １                回 

ラ ンプ閉鎖規制Ｃ １                回 

ラ ンプ閉鎖規制Ｄ                 回 

 

２ １ －９  交通保安要員 

２ １ －９ －１  種 別 

（ １ ） 共通仕様書１ ９ －４ －２ 「 種別」 に下表を追加する 。  

単価表の項目 
配置時間 

（ 拘束時間（ ※１ ） ）  

休憩時間における 交替

要員の計上（ ※１ ）  
備考 

交通誘導警備員Ｂ １  
20: 00～翌5: 00 

（ 18: 30～翌5: 30）  
有  

交通誘導警備員Ｂ ２  
20: 00～翌3: 00 

（ 18: 30～翌3: 30）  
有  

交通誘導警備員Ｂ ３  
20: 00～翌5: 00 

（ 18: 30～翌5: 30）  
無  

交通誘導警備員Ｂ ４  
20: 00～翌3: 00 

（ 18: 30～翌3: 30）  
無  

（ ※１ ） 積算条件の明示であり 指定する も のではない。  

上表の配置時間は、 実作業時間に休憩時間を加えた時間と する 。 なお、 受注者の責によ ら ず、 交

通保安要員の配置時間が大幅に変更と なった場合、 こ れに要する 費用について監督員と 受注者で協

議し 定める も のと する 。  
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（ ２ ）  交通保安要員の配置場所、 配置人数、 交替要員は次のと おり と する 。  

単価表の項目 配置場所 
配置 

人数 

休憩時間にお

ける 交代要員

（ ※１ ）  

配置期間 

交通誘導警備員

Ｂ １  
山形自動車道 

山形Ｊ Ｃ Ｔ ～ 

寒河江Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員

Ｂ ３  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員

Ｂ １  
山形自動車道 

寒河江Ｉ Ｃ ～ 

西川Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員

Ｂ ３  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員 

Ｂ ２  
山形自動車道 

寒河江Ｉ Ｃ ～ 

西川Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員 

Ｂ ４  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員

Ｂ １  
山形自動車道 

西川Ｉ Ｃ ～ 

月山Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員

Ｂ ３  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員 

Ｂ ２  
山形自動車道 

西川Ｉ Ｃ ～ 

月山Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員 

Ｂ ４  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員

Ｂ ２  
東北中央自動車道 

米沢北Ｉ Ｃ ～ 

南陽高畠Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員 

Ｂ ４  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員

Ｂ １  
東北中央自動車道 

南陽高畠Ｉ Ｃ ～か

みのやま 温泉Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員

Ｂ ３  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員

Ｂ １  
東北中央自動車道 

山形上山Ｉ Ｃ ～ 

山形中央Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員

Ｂ ３  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員 

Ｂ ２  
東北中央自動車道 

山形上山Ｉ Ｃ ～ 

山形中央Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員 

Ｂ ４  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 
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交通誘導警備員

Ｂ １  
東北中央自動車道 

山形中央Ｉ Ｃ ～ 

山形Ｊ Ｃ Ｔ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員

Ｂ ３  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員 

Ｂ ２  
東北中央自動車道 

山形中央Ｉ Ｃ ～ 

山形Ｊ Ｃ Ｔ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員 

Ｂ ４  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員 

Ｂ ２  
東北中央自動車道 

山形Ｊ Ｃ Ｔ ～ 

天童Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員 

Ｂ ４  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

交通誘導警備員 

Ｂ ２  
東北中央自動車道 

天童Ｉ Ｃ ～ 

東根Ｉ Ｃ  

・ 車線区分柵開口部

（ 上流側）  
１ 人 

１ 人 
通行止規制

実施の都度 交通誘導警備員 

Ｂ ４  

・ 車線区分柵開口部

（ 下流側）  
１ 人 

（ ※１ ） 積算条件の明示であり 指定する も のではない。  

上表の配置時間は、 実作業時間に休憩時間を加えた時間と する 。 なお、 受注者の責によ ら ず、 交通保

安要員の配置時間が大幅に変更と なった場合、 こ れに要する 費用について監督員と 受注者で協議し 定

める も のと する 。  

２ １ －９ －２  交通保安要員計画について 

受注者は、 業務を遂行する に十分な能力を有する 交通保安要員を配置する も のと し 、 あら かじ め氏

名、 経歴及び有資格情報等を記載し た名簿を作成し 、 監督員に提出する も のと する 。 なお、 交通保安

要員を変更又は追加し た場合は、 速やかに名簿を作成し 、 監督員に提出する も のと する 。  

 

２ １ －９ －３  交通保安要員実施報告書の提出時期について 

共通仕様書１ ９ －４ －３ 「 交通保安要員計画」 に規定する 交通保安要員実施報告書は月ごと に作成

し 、 翌月上旬までに提出する も のと する 。  

 

２ １ －９ －４  支 払 

共通仕様書１ ９ －４ －５ 「 支払」 に下記を追加する 。  

 単価表の項目               検測の単位  

１ ９ －（ ２ ）   交通保安要員 

交通誘導警備員Ｂ １             人・ 日 

交通誘導警備員Ｂ ２             人・ 日 

交通誘導警備員Ｂ ３             人・ 日 

交通誘導警備員Ｂ ４             人・ 日 
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２ １ －１ ０  注意喚起溝工 

２ １ －１ ０ －１  定 義  

注意喚起溝工と は、 設計図書及び監督員の指示に従って通行車両の車線逸脱防止を目的に舗装表

面に凹形状の溝を施工する も のをいう 。   

 

２ １ －１ ０ －２  種 別 

注意喚起溝工の単価表の種別は次のと おり と する 。  

単価表の項目 区分内容 

注意喚起溝工 Ａ  表層舗装施工時に側帯部に凹形状の溝を施工する も の。  

 

２ １ －１ ０ －３  施 工 

注意喚起溝工の施工は、 凹形状の溝ができ る よ う に機械等によ り 施工を行う も のと し 、 設計図書

に示す平面形状が確保さ れる よ う 施工を行う も のと する 。  

 

２ １ －１ ０ －４  数量の検測 

注意喚起溝工の数量の検測は、 路面標示延長方向の設計数量（ ｍ） で行う も のと する 。  

 

２ １ －１ ０ －５  支 払 

注意喚起溝工の支払は、 前項の規定に従って検測さ れた数量に対し 、 １ ｍ当たり の契約単価で行

う も のと する 。 こ の契約単価には、 設計図書及び監督員の指示に従って行う 、 注意喚起溝工の施工

に要する 材料・ 労力・ 機械器具等本工事を完成する ために必要な費用で諸経費に含まれる も のを除

く 全ての費用を含むも のと する 。  

 単価表の項目               検測の単位  

特－（ １ ）     注意喚起溝工 

Ａ                                ｍ 

 

２ １ －１ １  車線区分柵撤去設置工 

２ １ －１ １ －１  定 義 

車線区分柵撤去設置工と は、 設計図書または監督員の指示に従い車線区分柵（ ワ イ ヤーロ ープ）

を撤去し 、 再設置する こ と をいう 。  

 

２ １ －１ １ －２  種 別 

種  別 区分内容 

車線区分柵撤去設置工 Ａ  
開口部を設置する ため、 １ 箇所１ ０ ｍ程度ワ イ ヤーロ

ープの撤去設置を行う も の 

 

２ １ －１ １ －３  施 工 

車線区分柵撤去設置工の施工は、 夜間通行止め開始の際に決めら れた箇所の既設ワ イ ヤーロ ープ

及び支柱を撤去する こ と で開口部を設置し 、 夜間通行止め終了時にその開口部を復旧する も のと す

る 。 なお開口部復旧後に張力計で張力を確認する も のと する 。  
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２ １ －１ １ －４  数量の検測 

車線区分柵撤去設置工の数量の検測は、 設計数量（ 箇所） で行う も のと する 。  

 

２ １ －１ １ －５  支 払 

車線区分柵撤去設置工の支払は、 前項の規定に従って検測さ れた数量に対し 、 １ 箇所当たり の契

約単価で行う も のと する 。 こ の契約単価には、 設計図書及び監督員の指示に従って行う 中間タ ーン

バッ ク ル・ 中間支柱の撤去設置、 ワ イ ヤーロ ープの仮止め等車線区分柵撤去設置工の施工に要する

材料・ 労力・ 機械器具等本工事を完成する ために必要な費用で諸経費に含ま れる も のを除く すべて

の費用を含むも のと する 。  

 単価表の項目               検測の単位  

特－（ ２ ）   車線区分柵撤去設置工               

             Ａ                    箇所 

 

２ １ －１ ２  路面開削工 

２ １ －１ ２ －１  定 義 

路面開削工と は、 設計図書及び監督員の指示に従って、 既設舗装の下層路盤の上面までの開削を

行 い、 舗装各層の変状を確認する こ と をいう 。  

 

２ １ －１ ２ －２  種 別 

  路面開削工の単価表の項目の種別は、 次のと おり と する 。  

単価表の項目 区分内容 

路面開削工 Ａ  

本線土工部の既設アス フ ァ ルト 舗装版を側帯から 車線方向へ、 幅２ ｍ程

度、 長さ １ ｍ程度の範囲を５ ０ ｃ ｍ×５ ０ ｃ ｍ、 ８ 等分に切断し た試料を

採取し 、 開削箇所を既設路面の高さ ま でアス フ ァ ルト 混合物を 人力で施

工、 既設路面標示の箇所においては仮路面標示（ 幅５ ｃ ｍ） の施工を行う

も の。  

 

２ １ －１ ２ －３  施 工 

既設舗装の切断は、 所定範囲のマーキング箇所をコ ンク リ ート カッ タ ーにて切断し 、 バッ ク ホウ

及び二次製品の吊上げ用治具を使用し 舗装版の採取を行う 。 既設舗装版の変状確認は監督員立会の

も と 行う も のと する 。 調査内容は、 ひび割れ状況の確認（ 路面から のひび割れ進行状況、 底面から

のひび 割れ進行状況等） 及び層間剥離の確認と する 。 調査方法については「 調査要領」 及び「 ア

ス ファ ルト 舗装の詳細調査・ 修繕設計便覧（ 日本道路協会） 」 に基づく も のと する 。 路面開削工の

変状確認後の復旧は設計図書によ る ほか「 舗装施工管理要領」 Ⅳ保全工事関係 によ る も のと す

る 。  

 

２ １ －１ ２ －４  数量の検測  

路面開削工の数量の検測は、 設計数量（ ｍ２ ） で行う も のと する 。   
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２ １ －１ ２ －５  支 払  

路面開削工の支払いは、 前項の規定に従い検測さ れた数量に対し 、 １ ｍ２ 当たり の契約単価で行

う  も のと する 。 こ の契約単価には、 設計図書及び監督員の指示に従って行う 既設舗装の切断、 既

設舗装版の取除き 、 調査、 乳剤散布、 舗装合材によ る 復旧、 廃材運搬・ 処分等路面開削工の施工に

必要な材 料・ 労力・ 機械器具等本工事を完成さ せる ために必要な費用で諸経費に含ま れる も のを

除く すべての費用を含むも のと する 。   

単価表の項目          検測の単位 

    特－（ ３ ）     路面開削工             

               Ａ               ｍ２  

 

２ １ －１ ３  マス キング工 

２ １ －１ ３ －１  定 義 

マス キング工と は、設計図書及び監督員の指示に従い、標識板に目隠し の措置を行う も のをいう 。  

 

２ １ －１ ３ －２  種 別 

種  別 区分内容 

マス キング工 Ａ  
かみのやま 温泉Ｉ Ｃ 案内標識にフ ィ ルム製のマス

キングシート を設置する こ と をいう 。  

 

２ １ －１ ３ －３  材 料 

マス キング工に使用する 材料は、 次のと おり と する 。  

種別 区分内容 

素材・ 形状 緑色・ 不透明フィ ルム・ 感圧性接着剤・ 剥離紙 

外観 ふく れ・ ひび割れ、 むら 、 筋などがない 

厚さ （ μ）  80±10μｍ  

伸び（ ％）  70％以上 

引張強度（ k g/25ｍｍ）  22Ｎ /25ｍｍ以上 

接着強度（ g/25ｍｍ）  1.0～2.5Ｎ /ｍｍ以上 

隠蔽性（ ΔＥ ）  2.0 以内 

※ 伸び及び引張強度は、 JI S Z 9117 の試験法によ る 。  

※ 厚さ 及び接着強度は、 JI S Z 0237 の試験法によ る 。  

※ 隠蔽性は、隠蔽率試験紙にマス キングフィ ルムを張り 付けた上から カラ ーメ ータ ー（ D65 光

源） で白面と 黒面の色差を測定する 。  

 

２ １ -１ ３ -４  施 工 

「 ETC 専用 ON LY」の標識板を設置し た段階で対象の標識板にマス キングシート を張付けする も

のと する 。  
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２ １ －１ ３ －５  支 払  

マス キング工の支払は、 前項の規定に従って検測さ れた数量に対し 、 １ ｍ２ あたり の 契約単価

で行う も のと する 。こ の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う マス キングの材料、

設置、 機械器具等本工事を完成する ために必要な費用で諸経費に含ま れる も のを除く すべての費用

を含むも のと する 。  

単価表の項目          検測の単位 

    特－（ ４ ）     マス キング工             

               Ａ               ｍ２  

 

２ １ －１ ４  路上作業安全講習に関する 事項 

２ １ －１ ４ －１  定 義 

路上作業安全講習と は、 高速道路の路上作業における 作業従事者の心得を工事関係者間で確認し

共有する ために行う 講習をいう 。  

 

２ １ －１ ４ －２  路上作業安全講習の内容等 

路上作業安全講習の内容等は次のと おり と する 。  

（ １ ） 受講者数 １ 回あたり ５ ０ 人以内 

（ ２ ） 講  師 ㈱ネク ス コ ・ パト ロ ール東北 社員 

（ ３ ） 費  用 １ 回あたり ２ ０ 万円（ 消費税及び地方消費税相当額含ま ず）  

（ ４ ） 実 施 日 別途監督員よ り 指示 

（ ５ ） 講習場所 別途監督員よ り 指示 

（ ６ ） 受講回数 受講対象者にあっては、 １ 回受講 

（ ７ ） 内  容  

項 目 内    容 所要時間 

安全講話 
高速道路上の交通規制内作業時における 心構え、

危険性の認知、 異常事象事例及びその対応方法 
1. 5 時間 

実技訓練 

高速道路上の交通規制内作業時における 車両乗

降方法、 資機材の荷降ろし ・ 荷揚げ方法、 発炎筒の

使用方法、 旗振り 及び合図方法 

1. 0 時間 

上記に加え、 質疑応答等も 含め、 全体で 3. 0 時間 

なお、 路上作業安全講習は、 共通仕様書１ －２ ５ －１ （ ５ ） に示す、 当該月の安全に関する 研修・

訓練等に含めないも のと する 。  

 

２ １ －１ ４ －３  受講対象者 

受講対象者は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 交通規制内で作業を行う 者 

（ ２ ） 交通規制出入り 口を監視する 者（ 交通監視員・ 交通誘導警備員）  

（ ３ ） 主任（ 監理） 技術者 

（ ４ ） 保全安全管理者 
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２ １ －１ ４ －４  路上作業安全講習計画書等の提出 

受講にあたっては、 路上作業安全講習の内容及び時期を記載し た計画書を監督員へ提出する も の

と する 。 ま た、 路上作業安全講習後に、 路上作業安全講習受講終了証及び参加者名簿を監督員へ提

出する も のと する 。  

 

２ １ －１ ４ －５  数量の検測 

路上作業安全講習の数量の検測は、 設計数量（ 回） で行う も のと する 。  

 

２ １ －１ ４ －６  支  払 

路上作業安全講習の支払は、 前項の規定に従って検測さ れた数量に対し 、 それぞれ１ 回当たり の

契約単価で行う も のと する 。 こ の契約単価には、 設計図書及び監督員の指示に従って行う 路上作業

安全講習を受講する ために必要な費用で諸経費を含めたすべての費用を含むも のと する 。  

単価表の項目          検測の単位 

    特－（ ５ ）   路上作業安全講習 

Ａ               回 

 

２ １ －１ ５  割掛対象表の項目に示す工事の内容 

割掛対象表の項目に示す工事の内容は、 共通仕様書第１ 章「 表１ －３ 割掛対象表の項目に示す工

事の内容」 によ る 他、 次のと おり と する 。  

割掛対象表の項目名称 工事の内容 

試験舗装費 

良好なアスファ ルト 表層工等の施工を仕上げる ため敷均し 、 締固

め方法等を検討する こ と を目的に行う 舗装をいい、 在来舗装の切

断、 切削、 舗装廃材の処理、 混合物の製造、 運搬及び舗設、 瀝青

材散布、 工事用機械運搬費等に要する 費用をいう 。  

仮路面標示工費 

通行止め実施箇所において、 既設の路面標示が施工に伴い消滅す

る よ う な場合に、 視線誘導と し て速乾性を有する 常温型ト ラ フィ

ッ ク ペイ ント で仮路面標示を設置する 費用をいう 。   

（ 幅5cm）  

 

２ ２ .  補足事項 

２ ２ －１  設計図書の変更及び追加について 

下記に示す事項については、 現在関係機関と 協議中であり 、 関連する 工事の設計内容を変更する

可能性がある 。 受注者は監督員と 緊密な連絡を取る と 共に、 こ れについて監督員が指示し た場合、

速やかにその指示に従う も のと し 、 こ れら に要する 費用は監督員と 受注者と で協議し て定める も の

と する 。  

（ １ ）  交通管理者およ び道路管理者と の協議に伴う 交通規制時間およ び種別の変更をする 場合が

ある 。  

（ ２ ）  現地状況によ り 、 施工延長・ 幅員の変更及び補修の追加をする 場合がある 。  

（ ３ ）  標識工の設置方法、 標識基礎工の変更およ び追加をする 場合がある 。  

（ ４ ）  標識板撤去の追加をする 場合がある 。  
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（ ５ ）  マス キングの撤去を追加する 場合がある 。  

 

２ ２ －２   工事記録の作成及び提出について 

（ １ ） 共通仕様書１ －５ １ －２ 「 工事記録情報」 に規定する 工事記録作成要領は、 令和６ 年  

７ 月版と する 。  

（ ２ ）  受注者は、 工事記録収集システムへデータ 入力完了後、 「 工事記録情報 完了届（ 様式－

１ ０ ） 」 をし ゅん功届提出予定の２ 週間程度前までに監督員に提出し 、 その後入力データ の

照査を受け、 監督員が発行する 「 工事記録情報 チェ ッ ク 結果票」 にて照査の結果の通知を

受ける も のと する 。  

（ ３ ）  工事記録収集システムに関する 問合せは、 東日本高速道路（ 株） 東北支社に常駐する 「 保

全情報管理員」 と し 、 氏名等については別途監督員よ り 通知する 。   

 

２ ２ －３  無線電話等の使用 

受注者は、 業務の実施に当って無線電話等を使用する 場合は、 「 業務委託等によ る 無線局の取扱

要領」 によ る も のと する 。 なお、 無線設備は発注者が貸与する も のと する 。  

 

２ ２ －４  緊急時の協力業務 

工事関係者が、 高速道路上等を道路交通法の道路維持作業用自動車の指定を受けた車両で走行中

などに、 交通事故等の緊急事態に遭遇又は、 落下物等を発見し た場合は、 自ら 安全が確保でき 、 か

つ可能な範囲で、 下記に示す措置を行う も のと する 。  

（ １ ） 非常電話、 無線などによ る 道路管制センタ ーへの通報 

（ ２ ） 発炎筒、 旗、 ラ バコ ーン等によ る 後続車両等への注意喚起 

（ ３ ） 負傷者の救助、 援助およ び落下物の車線から の排除  

 

２ ２ －５  遠隔立会 

遠隔立会と は、 遠隔立会実施要領（ 令和５ 年１ ０ 月 東日本高速道路株式会社） に基づき 、 共通

仕様書「 １ －２  用語の定義」 に定める 「 確認」 及び「 １ －３ ０  検査及び立会い」 に定める 検査及

び立会いについて、 デジタ ル通信技術を活用し 遠隔地から の確認、 検査及び立会いの実施によ り 、

受注者及び発注者の工事等管理業務の効率化によ る 生産性向上を図る も のである 。   

   遠隔立会の実施有無、 実施項目、 費用等については、 工事着手前に監督員と 協議し 定める も の

と する 。  

 

２ ２ －６  ウ ィ ーク リ ース タ ンス の取組 

ウ ィ ーク リ ース タ ンス の取組みと は、 受発注者間における 仕事の進め方と し て、 一週間における

受発注者間相互のルールや約束事、 ス タ ンス を目標と し て定め、 計画的に業務を履行する こ と によ

り 、 業務環境等を改善し 、 よ り 一層魅力ある 仕事、 職場の創造に努める こ と を目的と し た取組みで

あり 、 本工事において積極的に取組むこ と と する 。  

取組み内容は、 契約締結後の打合せにおいて監督員と 受注者と の協議の上実施する 取組み事項を

定め、 工事打合簿を作成し 相互に確認する も のと する 。  

あら かじ め定めた取組み事項を実施でき ない事象が生じ た場合の取扱いについては、 その都度監

督員と 受注者と 協議の上定める も のと する 。  



様式－1

　　年　　月　　日

監督員

殿

受注者

現場代理人

【間接工事費計画書】

間接工事費計画書の提出について

○○　○○

○○株式会社

（工事名） 山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事

標記工事について、特記仕様書「○．間接工事費の変更」に基づき下記のとおり提出します。

記

労働者輸送費

現地事務所、試験室、労働者宿舎、
倉庫、材料保管場所等の敷地借上げ
に要する地代及びこれらの建物を建
築する代わりに貸しビル、マンショ
ン、民家等を長期借上げする場合に
要する費用

労働者が旅館、ホテル等に宿泊する
場合に要する費用

内容 計上額（円）

共通仮設費

費目

営繕費

費用

借上費

宿泊費

労働者をマイクロバス等で日々当該
現場に送迎輸送（水上輸送を含む）
をするために要する費用（運転手賃
金、車両損料、燃料費等含む）

現場管理費

小計

以 上

募集及び解散
に要する費用

労働者の赴任手当、労働者の帰省旅
費、労働者の帰省手当

労務管理費

賃金以外の食
事、通勤等に
要する費用

労働者の食事補助、交通費の支給

小計

合計



様式－2

　　年　　月　　日

監督員

殿

受注者

現場代理人

１．契約締結年月日 　　　　年　　月　　日

２．契約番号 ○○○○○○○○○○○○○○○○

３．工　　期

１）当初工期 自） 　　　　年　　月　　日

至） 　　　　年　　月　　日

２）変更工期 自） 　　　　年　　月　　日

至） 　　　　年　　月　　日

４．協議額 ￥ 円

（増加費用に係る一般管理費等を含まない）

５．協議額内訳 別添「変更間接工事費計画書」のとおり

○○株式会社

○○　○○

以 上

記

間接工事費増加費用の負担額に関する協議書

標記工事について、特記仕様書「○．間接工事費の変更」に基づき下記のとおり協議します。

（工事名） 山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事



様式－2　別添

（円）

※実績変更対象費にて実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など）を合わせて提出すること。

合計

現場管理費

労務管理費
募集及び解散
に要する費用

労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働
者の帰省手当

賃金以外の食
事、通勤等に
要する費用

労働者の食事補助、交通費の支給

変更計上額 差額

小計

当初計上額

共通仮設費
営繕費

借上費

現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材
料保管場所等の敷地借上げに要する地代及び
これらの建物を建築する代わりに貸しビル、
マンション、民家等を長期借上げする場合に
要する費用

宿泊費
労働者が旅館、ホテル等に宿泊する場合に要
する費用

労働者輸送費

労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送
迎輸送（水上輸送を含む）をするために要す
る費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含
む）

小計

変更間接工事費計画書

費目 費用 内容

（工事名） 山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事



様式－3

　　年　　月　　日

監督員

殿

受注者

現場代理人

以 上

　　年　　月　　日付けで協議のありました間接工事費増加費用の負担額については同意します。

間接工事費増加費用の負担額同意書

○○株式会社

○○　○○

（工事名） 山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事



工事名 山形自動車道 Ｒ８山形管内舗装補修工事
受注者名
提案項目 例）バイオ燃料対応機械の活用

※「取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)」は、契約上、受注者を拘束するものではない。

（注）Kcube2による提出とする。

※提案項目毎に概算CO2排出量の根拠（パンフレット等）を添付又は記載した本施工計画書を作成

し、監督員宛に提出すること。

２．取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)
例）バイオ燃料対応機械は通常建設機械に比して燃費■■L/hの削減が見込まれる。（根拠は
パンフレットを参照）
バイオ燃料対応機械の当該現場での総稼働時間数は▲▲hである。
削減されるCO2排出量(t)＝■■L/h×▲▲h×単位発熱量(GJ/kL)×CO2排出係数(t/GJ)
＝★★t

様式－4-1

カーボンニュートラル施工計画書

１．提案内容
例）●●の施工に使用する○○（機械名等）にバイオ燃料対応機械を活用する



工 事 名 山形自動車道 Ｒ８山形管内舗装補修工事
受注者名

競争参加資格申請時に実

施するとした取り組み

例）バイオ燃料対応機械の活用

（注）Kcube2による提出とする。

※提案項目毎に概算CO2排出量の根拠（パンフレット等）を添付又は記載した本施工計画書を作成

し、監督員宛に提出すること。

※「取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)」は、契約上、受注者を拘束するものではない。

２．取り組みにより削減される概算CO2排出量(t)
例）バイオ燃料対応機械は通常建設機械に比して燃費■■L/hの削減が見込まれる。（根拠は
パンフレットを参照）
バイオ燃料対応機械の当該現場での総稼働時間数は▲▲hである。
削減されるCO2排出量(t)＝■■L/h×▲▲h×単位発熱量(GJ/kL)×CO2排出係数(t/GJ)
＝★★t

様式－4-2

カーボンニュートラル施工計画書

１．提案内容
例）●●の施工に使用する○○（機械名等）にバイオ燃料対応機械を活用する



様式－5

　　年　　月　　日

監督員

殿

受注者

現場代理人

～

～

※監督員が閉所日を確認できる資料を求めた際には、受注者はこれに応じるものとする。

※1週間の定義は「工期開始日の曜日始まり」を基本とする。

※工期のうち、1週間が7日間に満たない場合は除くものとする。

項目

（工事名） 山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事

○○株式会社

○○　○○

取得報告書

標記について、下記のとおり現場閉所の実績を報告します。

対象期間のうち、1週間として7日間を確保できた
週数 週間

備考週数内容

現場閉所率
対象期間の全ての週において、現場閉所が2日/7
日以上確保できているか

達成・
未達成

現場閉所日
現場閉所を2日/7日以上確保できた週数

週間

対象期間

　　年　　月　　日　 　　　年　　月　　日

着工日 工事完成日



様式－6

工事費構成内訳書

単位 数量 金額 摘要

式 1 0

式 1 0

式 1 0

工事価格 0

消費税相当額 式 1 0

工事費計 0

0

※必要に応じて法定福利費の算出根拠を添付すること。
※諸経費は該当する項目のみ記入すること。
※施設工事の場合は、「単価表の合計金額」を「直接工事費」とすること。

（工事名） 

工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び
雇用保険の法定の事業主負担額

工種・種別・細別

単価表の合計金額

諸経費①

諸経費②

山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事



様式－7

（線上に計画出来高（％））

27

23

受注者 工事区間 工期 （今月分）

（線下に実施出来高（％））

（○○○日）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

　　年　　月　　日

9

11 50

（前月まで）

東北支社 山形管理事務所

自）○○県○○市○○（STA ○○＋○○）or（○○KP）

至）○○県○○市○○（STA ○○＋○○）or（○○KP）

自）　　　　年　　月　　日

至）　　　　年　　月　　日

70

50

100

工 程 表

（工事名）　山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事

雑工

後片付け

全体

数量
単
位

○○年度

○○○

○○○

準備工

○○工

○○工

○○工

○○工

○○工

項目

○○工

○○工

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

○○年度 ○○年度
摘要

1

○○○

○○○

式

㎡

㎡

○○○

○○○

○○○

1

1

式

式

○○株式会社

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%



様式－8

自）

（○○○日間）

至）

工期

項目 設計数量

令和　　年　　月分工事履行報告

山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事（工事名）

受 注 者

現 場 代 理 人

契 約 金 額

○○株式会社

○○　○○

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

摘要

○○工

○○工

○○工

今月
出来高
（％）

○○工

雑工

契約金額
換算率
（％）

累計
出来高
（％）

前月
出来高
（％）

準備工

後片づけ

全体



様式－9
　　　　年　　月　　日

監督員
殿

受注者
現場代理人

山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

※通常業務以外（区間外走行等含む）で使用した場合には備考欄に簡潔に内容を記載すること。
※不必要な文字は消して使用すること。

備考
（施錠がされていれば○、されていなけ

れば×を記載）

使用日（通常業務：○　緊急業務：△　その他：□）

○ ○ ○ ○○ ○ □ ○ ○○ ○ 現場事務所金庫（○）
○/20 地震発生による現場点検で使用
○/26 通常業務で使用したが、使用者の過失
により区間外走行

例）111111111111111

プレートの保管場所

○

○○　○○
○○株式会社

工事用プレート使用状況等記録簿（○年○月分）

プレート番号

工事名

○ ○ ○ ○○ ○ ○ △○ ○ ○○ ○



様式－10

　　年　　月　　日

監督員　

殿

受注者

現場代理人

※発注時より工事内容に変更が生じる場合は、変更特記仕様書や変更数量表を添付する。

○○株式会社

○○　○○

　工事記録情報　完了届　

下記の工事件名について工事記録情報の作成が完了致しましたので提出致します。

発注者名 東日本高速道路㈱　東北支社

工事件名 山形自動車道　Ｒ８山形管内舗装補修工事

No. 工種名 工事情報（テーブル名） 数量



様式－11

使用量

(Lot:                ) ／ｍ³

□白色 □黄色

使用量

／ｍ³

使用量

／ｍ³

※１　水を主な揮発成分とするビヒクルを用いた材料のみ試験を実施する

※２　塗料中にガラスビーズを含む材料で試験を実施する

※３　警察庁が規定する道路標示黄色見本よりハンターの色差式で色差５以内

※４　黄色路面標示材に試験を実施する。

結　果試　験　項　目

路面標示材料　規格試験結果

試 験 機 関 名 ：

塗料名(Lot No.)

ガラスビーズ名

接着剤
（使用する場合）

規格値

(平均)

(平均)

低温造膜性　※１

(5℃)

(合否)

低温時

高温時

初期耐水付着性

※１

凍結融解性

ガラスビース含有量　※２
(平均)

　　　　/　　/　　  

状態

割れ密度
の等級

(合否)

(合否)

ガラスビーズ含有率
15％以上

初期再帰反射輝度
(最小値)

(最小値)
耐摩耗性

白色：150mcd/lx・㎡以上
黄色：90mcd/lx・㎡以上

白色：150mcd/lx・㎡以上
黄色：90mcd/lx・㎡以上

(合否)色彩

耐候性
(最大値)

すべり抵抗値(BPN) (平均)

(鉛）

(クロム)

鉛・クロム含有量　※４

0.03%以下

タイヤ付着性 (合否)

(合否)
耐アルカリ性

0.06%以下

5℃で造膜すること

2点以上

2点以上

はがれ・膨れがない

割れの密度が1以下

塗膜減耗量2g/㎡・day以下

BPN50以上

白色：拡散反射率75以上
黄色：5.5YR6.5/12
　　　　(色差5以内) ※３

10分後にタイヤに付着しないこと。

異常がないこと

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  

試験年月日

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  

　　　　/　　/　　  



 

低速プロファイラの運用に関する補足資料 

 

1. 適用範囲 

本資料は、舗装工事の出来形基準「平たん性」の測定に際し、「低速プロファイラによる路面のIRI

測定方法」（試験法251）に基づき使用する低速プロファイラの性能に係る事前確認方法について記載す

る。 

 

2. 用語の定義 

本補足資料で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 

（１）使用有効期間 

NEXCO試験方法 付属書001「路面プロファイラの性能確認方法」に規定する性能（距離測定精度、

IRI精度評価値およびプロファイラ性能評価値）を保持するために、低速プロファイラ製造会社が定

めた一定期間をいう。 

（２）性 能 

NEXCO試験方法 付属書001「路面プロファイラの性能確認方法」に規定する、距離測定精度、IRI

精度評価値およびプロファイラ性能評価値をいう。 

（３）性 能 確 認 

NEXCO試験方法 付属書001「路面プロファイラの性能確認方法」に基づき、測定および結果の整

理を行い、性能（距離測定精度、IRI精度評価値およびプロファイラ性能評価値）を確認するものを

いう。 

（４）較 正 試 験 

低速プロファイラ製造会社が行う、低速プロファイラの清掃・消耗品の交換・搭載されている各

計測機器の較正に対し、低速プロファイラが正常に動作するか確認するための試験をいう。 

（５）較 正 

低速プロファイラに搭載されている各計測機器の示す値と、基準値との誤差を確認し、各計測機

器を調整して誤差の修正を行うものをいう。 

（６）性能確認調査 

低速プロファイラ製造会社が、低速プロファイラの製造時、性能に影響する改造時および較正試

験時に行う性能確認について、性能確認の方法および結果の確認を行うものをいう。 

 

 

 

 

 

 

別紙ー１



3 使用機器の事前確認 

舗装施工管理要領「Ⅱ建設工事関係1-5出来形基準」および「Ⅲ補修工事関係1-5出来形基準」に規定

する「平たん性」の測定に用いる低速プロファイラについては、NEXCO試験方法 付属書001「路面プロ

ファイラの性能確認方法」に基づき確認した性能（距離測定精度、IRI精度評価値およびプロファイラ性

能評価値）を満足した機器であることを事前に確認するものとする。 

3.1 使用する機器 

受注者は、舗装工事に使用する低速プロファイラについて、使用に先立ち、当該工事の工期を踏

まえて機器の使用有効期間内であることを確認のうえ、故障・損傷がないものを使用するものとす

る。また、使用有効期間を超過する機器および故障・損傷のある機器については、低速プロファイ

ラ製造会社による較正試験および性能確認を行うものとする。 

3.2 使用確認願の提出 

受注者は、低速プロファイラ使用確認願（様式-1）を監督員へ提出するものとする。 

なお、使用確認願には、低速プロファイラの製造会社名および機種の諸元（機種型式、製造番号）

を記し、低速プロファイラの製造会社による較正試験結果、性能確認結果（様式-2）の写しを添付

するものとする。 

3.3 低速プロファイラ製造会社（販売者）の責務 

1）低速プロファイラ製造会社は、NEXCO 試験方法 付属書 001「路面プロファイラの性能確認方法」

に基づき、製造時、性能に影響する改造時、較正試験時に性能確認を実施するものとし、低速プ

ロファイラの性能を保持するため、使用有効期間を設けるものとする。 

2）低速プロファイラ製造会社は、NEXCO が行う性能確認調査に対して、協力しなければならない。

この場合、NEXCO は具体的な内容等を事前に低速プロファイラ製造会社に通知するものとする。 

3）修理時や較正時に、むやみに改造を行ってはならない 

4）やむを得ない改造が必要な場合は、監督員若しくは NEXCO 総研に確認するものとする。 

  



 

様式-1 

 

平成  年  月  日 

 

 

        殿 

 

受注者            

現場代理人         印 

 

 

低速プロファイラ使用確認願 

工事名）                  

 

 

標記工事について、下記のとおり低速プロファイラを使用したいので、確認願います。 

 

 

記 

 

 

１．低速プロファイラの製造会社名および機種名 

製造会社名）○○ 

機 種 型 式）○○ 

製 造 番 号）○○ 

２．添付書類 

・製造会社の較正試験結果および性能確認結果（写） 各１部 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



様式－2 

試験法－付属書 001 路面プロファイラの性能確認方法 
 

製造会社名                機種型式                   製造番号             

測定年月日                測定者                   舗装種別             

 

 

 

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

基準プロファイル
（移植性性能値）

基準プロファイル
（移植性性能値）

1回目 1回目

2回目 2回目

3回目 3回目

4回目 4回目

5回目 5回目

6回目 6回目

1回目 1回目

2回目 2回目

3回目 3回目

4回目 4回目

5回目 5回目

6回目 6回目

IRI精度評価値 ＝ ×

＝ ×

＝

プロファイラ性能評価値 ＝ ×

＝ ×

＝

距離測定精度 ＝ －

＝ －

＝

全回平均

6回目

5回目

4回目

3回目

1 距離測定誤差

復路

1回目

2回目

6回目

4回目

測定長

往路

1回目

2回目 移植性性能値 反復性性能値

3回目

基準長

復路 復路

距離測定精度

距離測定

延長
誤差量 誤差率（％） 精度（％） 移植性性能値 反復性性能値

各回 各回 各回

水準 水準

試験プロファイル
（反復性性能値）

往路

試験プロファイル
（反復性性能値）

往路

IRI精度評価値 プロファイラ性能評価値
試験プロファイル 試験プロファイル

往路 復路
平均

往路 復路
平均

5回目



様式－2（記入例） 

試験法－付属書 001 路面プロファイラの性能確認方法 
 

製造会社名       〇〇〇      機種型式        〇〇〇        製造番号     〇〇〇     

測定年月日       〇〇〇      測定者        〇〇〇        舗装種別     〇〇〇     

 

 

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

基準プロファイル
（移植性性能値）

0.970 0.980 0.990 0.970 0.980 1.000 0.970 0.980 0.990 0.970 0.980 1.000 0.982 基準プロファイル
（移植性性能値）

0.951 0.960 0.970 0.951 0.960 0.980 0.951 0.960 0.970 0.951 0.960 0.980 0.962

1回目 0.990 0.980 1.000 0.990 0.970 1回目 0.970 0.960 0.980 0.970 0.951

2回目 0.990 0.990 1.000 0.990 2回目 0.970 0.970 0.980 0.970

3回目 0.980 0.990 0.990 3回目 0.960 0.970 0.970

4回目 0.990 0.980 4回目 0.970 0.960

5回目 0.990 5回目 0.970

6回目 6回目

1回目 0.990 0.980 1.000 0.990 0.970 1回目 0.970 0.960 0.980 0.970 0.951

2回目 0.990 0.990 1.000 0.990 2回目 0.970 0.970 0.980 0.970

3回目 0.980 0.990 0.990 3回目 0.960 0.970 0.970

4回目 0.990 0.980 4回目 0.970 0.960

5回目 0.990 5回目 0.000 0.970

6回目 6回目 0.000

IRI精度評価値 ＝ ×

＝ ×

＝

プロファイラ性能評価値 ＝ ×

＝ ×

＝

距離測定精度 ＝ －

＝ －

＝

99.92%

99.91%

99.94%

距離測定

0.962

移植性性能値

99.90%

99.79%

100.09%

99.86%

100.32%

99.91%

99.80%

99.82%

100.10%

99.91%

0.195

0.223

0.09%

0.20%

0.18%

-0.10%

0.09%

0.10%

0.21%

-0.09%

0.14%

-0.32%

0.08%

0.09%

0.06%

0.250

0.512

-0.211 

0.334

-0.776 

0.212

0.488

0.439

-0.231 

0.223

誤差量

各回

誤差率（％）

各回

精度（％）

各回

距離測定精度

1回目

2回目

3回目

4回目 0.931 (93.1%)
往路

復路

基準長

5回目

6回目

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

1 距離測定誤差

1 0.06%

99.94%

240.223

全回平均

239.224

240.195

240.512

239.789

240.334

240.000

測定長

240.212

240.488

240.439

移植性性能値 反復性性能値

0.982 0.988

0.970 (97.0%)

水準

試験プロファイル
（反復性性能値）

往路

0.968

復路

プロファイラ性能評価値
試験プロファイル

往路 復路
平均

反復性性能値

0.968

試験プロファイル

平均

IRI精度評価値

0.988

往路

復路

往路 復路

試験プロファイル
（反復性性能値）

水準

延長

239.769

240.223

240.250


